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第 ６ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和元年10月21日(月曜日) 

            午前９時59分開議

            午前10時43分休憩

            午前10時48分開議

            午前11時２分休憩

            午前11時７分開議

            午前11時46分休憩

            午後０時58分開議 

            午後２時21分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第25号 平成30年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第26号 平成30年度熊本県中小企業振

興資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議案第28号 平成30年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第30号 平成30年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第31号 平成30年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第38号 平成30年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第43号 平成30年度熊本県電気事業会

計決算の認定について 

議案第44号 平成30年度熊本県工業用水道

事業会計決算の認定について 

議案第45号 平成30年度熊本県有料駐車場

事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

   ――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 内 野 幸 喜 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員  田 大 造 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

警察本部 

本部長 小 山   巌 

警務部長 志 賀 康 男 

生活安全部長 林   修 一 

刑事部長 甲 斐 利 美 

交通部長 古 庄 幸 男 

警備部長 原   秀 二 

首席監察官 開 田 哲 生 

参事官兼警務課長 平 良 俊 司 

参事官兼会計課長 荒 木 伸 一 

参事官 

兼生活安全企画課長 上 田 栄 治 

 参事官兼地域課長 木 庭 俊 昭 

参事官兼刑事企画課長 中 川 成 記 

参事官（組織犯罪対策） 野 尻 保 之 

参事官兼交通企画課長 井 上   智 

参事官（運転免許） 今 村 光 宏 

参事官兼警備第一課長 奥 村 一 精 

理事官兼生活環境課長 林   秀 典 

理事官兼警備第二課長 春 日 克 友 

総務課長 中 尾 政 広 

交通指導課長 西 村   博 

交通規制課長 原 田 聖 哉 

運転免許課長 金 子 慎 一 
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出納局 

  会計管理者兼出納局長 瀬 戸 浩 一 

          会計課長 村 上   勲 

      管理調達課長 大 石 哲 司 

 人事委員会事務局 

         局 長 

兼労働委員会事務局長 本 田 充 郎 

        総務課長 伊津野 裕 昭 

       公務員課長 小 﨑   至 

 監査委員・同事務局 

監査委員 濱 田 義 之 

        局長心得 松 永 正 伸 

         監査監 石 川   修

労働委員会事務局 

審査調整課長 中 島 洋 二 

 議会事務局 

         局 長 吉 永 明 彦 

     次長兼総務課長 横 井 淳 一 

        議事課長 村 田 竜 二 

      政務調査課長 東   敬 二 

企業局 

局 長 岡 田   浩 

総務経営課長 永 松 浩 史 

工務課長 伊 藤 健 二 

発電総合管理所長 福 本 政 洋 

商工観光労働部 

部 長 磯 田   淳 

総括審議員兼政策審議監         

兼商工政策課長 藤 井 一 恵 

商工労働局長 石 元 光 弘 

観光経済交流局長 小金丸   健 

商工振興金融課長 阪 本 清 貴 

労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 

エネルギー政策課長 坂 本 公 一 

企業立地課長 深 川 元 樹 

観光物産課長 上 田 哲 也 

首席審議員兼国際課長 波 村 多 門 

 国際スポーツ大会推進部         

         部 長 寺 野 愼 吾 

       政策審議監 千 田 真 寿 

      国際スポーツ         

      大会推進課長 坂 本 久 敏 

         政策監 奥 園 栄 純 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

       議事課主幹 甲 斐   博

議事課主幹 若 杉 美 穂 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○溝口幸治委員長 おはようございます。た

だいまから第６回決算特別委員会を開会いた

します。 

 本日は、午前に警察本部、出納局及び各種

委員会等の審査を行い、午後から商工観光労

働部及び国際スポーツ大会推進部、企業局の

審査を行うこととしております。 

 それではまず、警察本部の審査を行いま

す。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた

いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それでは初めに、警察本部長から御挨拶を

お願いいたします。 

 

○小山警察本部長 溝口委員長を初め委員の

皆様方には、平素から警察行政の各般にわた

りまして、深い御理解と温かい御支援を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

 県警察といたしましては、今後とも、県民

の皆様の期待と信頼に応えるために、安全で

安心して暮らせる熊本の実現に向けまして、

組織を挙げて取り組んでまいる所存でござい

ますので、どうぞ引き続き御理解と御支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

 本日は、この後、決算の概要等につきまし

て警務部長から、その詳細につきまして会計
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課長から説明させますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○溝口幸治委員長 次に、警務部長から決算

概要の説明をお願いいたします。 

 

○志賀警務部長 警務部長の志賀でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 警察本部の決算概要につきまして御説明い

たしますけれども、平成30年度決算の御説明

に先立ちまして、前年度の決算特別委員会に

おいて御指摘のありました施策推進上改善ま

たは検討を要する事項等のうち、警察関係に

つきまして、その後の措置状況を御報告いた

します。 

 指摘事項は２点ございました。 

 まず、１点目でございます。 

 ｢未収金の解消については、関係部局にお

いて厳しい状況の中で回収に努めていること

は理解しているが、財源の確保及び負担の公

平性の観点から、費用対効果も十分踏まえな

がら、さらに適切かつ効率的な徴収対策を講

じ、より一層徴収促進に努めること｡」との

御指摘についてでございます。 

 警察の未収金は、放置違反金や交通事故等

による公用車の損害賠償金に係るものでござ

います。放置違反金につきましては、電話催

告や戸別訪問を行っているほか、滞納処分も

行った結果、当県の収納率は放置違反金制度

開始からの累計で99.6％になっております。

全国平均の95.7%を大きく上回っているとこ

ろでございます｡公用車の損害賠償金につき

ましても､相手の事情を勘案しながら分割納

付等も実施して回収に努めておりまして、現

在、未収金額は減少しているところでござい

ます。今後とも、各種対策を講じて、徴収促

進に努めてまいります。 

 次に、２点目でございます。 

 ｢警察職員の定員について、これまでの定

員増に向けた取り組みにより、本県の警察官

１人当たりの負担人口は徐々に改善されてい

るが、全国平均からはまだ開きがあることか

ら、さらなる県民の安全、安心の確保のた

め、できる限り全国平均に近づけるよう、引

き続き、定員増に向けた取り組みに努めるこ

と｡」との御指摘についてでございます。 

 本県の警察官１人当たりの負担人口は、

586人でございまして、平成27年度から29年

度までに行われた地方警察官増員等により改

善傾向にあるものの、全国の警察官１人当た

りの負担人口、500人でございますけれど

も、これを大幅に上回っておるところでござ

います。 

 そのため、本年５月に、総務省及び警察庁

に対しまして、令和２年度の地方警察官増員

について要望を行ったところでございます。

 また、今月にも同様の要望を予定しており

まして、今後も引き続き増員要望を行い、定

員の増員に努めてまいります。 

 それでは、平成30年度決算の概要につきま

して御説明いたします。 

 決算特別委員会説明資料１ページの平成30

年度歳入歳出決算総括表により御説明いたし

ます。 

 まず、歳入についてでございますけれど

も、予算現額31億8,601万9,000円に対しまし

て､調定額32億1,917万2,000円､収入済み額32

億1,588万7,000円で､調定額に対する収入率

は約99.9%となっています｡ 

 不納欠損額は、26万4,000円で、放置違反

金が時効及び法人解散による納付義務解消の

ため消滅したものでございます。 

 また、収入未済額は、302万1,000円でござ

いまして、放置違反金や交通事故等による公

用車の損害賠償金に係る未収金でございま

す。 

 次に、歳出についてでございますけれど

も、予算現額397億2,085万7,000円に対しま

して、支出済み額388億9,561万1,000円で、

執行率は97.9％となっております。 
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 翌年度繰越額は、１億7,918万8,000円でご

ざいまして、その主なものは、警察施設整備

に係る事業費でございます。 

 不用額は、６億4,605万7,000円となってお

りまして、その主なものは、職員給与費等の

人件費及び各事業実施後の執行残でございま

す。 

 以上が警察本部の平成30年度決算の概要で

ございますけれども、詳細につきましては、

会計課長から説明いたしますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○荒木会計課長 会計課長の荒木でございま

す。 

 平成30年度決算資料の説明の前に、１点御

報告いたします。 

 本年７月に実施されました県監査委員によ

ります警察本部への定期監査では、指摘事項

はございませんでした。 

 それでは、平成30年度の歳入歳出決算につ

きまして、お手元の令和元年度決算特別委員

会説明資料により御説明いたします。 

 まず、１ページ目の平成30年度歳入歳出決

算総括表に記載しております、歳入、歳出そ

れぞれに係る予算現額等につきましては、た

だいま警務部長からの御報告のとおりでござ

いますので、私からは、２ページ以降の歳入

に関する調べ及び歳出に関する調べにつきま

して、具体的な内容を御説明いたします。 

 なお、２ページからの歳入に関する調べ

は、備考欄に各項目ごとの主な内容と処理件

数等を記載しております。また、予算現額に

対しまして著しく収入済み額の増減を生じた

ものはその理由を、さらに13ページからの歳

出に関する調べの備考欄には、不用額の内容

等をそれぞれ記載いたしましたので、参考に

していただくようお願いいたします。 

 それでは、歳入について御説明いたしま

す。 

 まず、使用料及び手数料でございますが、

２ページから７ページの上から３段目にあり

ます認知機能検査員講習手数料までが使用料

及び手数料に関するもので、収入全体のおよ

そ57％を占めております。中でも、３ページ

最上段の自動車運転免許証交付手数料が７億

2,060万円と最も多く、使用料及び手数料の

全体のおよそ39％を占めております。なお、

使用料及び手数料に不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 次に、７ページをごらんください。 

 下から３番目の国庫支出金から、８ページ

の最下段の人権啓発活動委託金までが国庫支

出金に関するものでございます。 

 ８ページの下から２段目、災害復旧費国庫

補助金は、熊本地震により被害を受けた警察

施設の復旧整備に要する経費でございます。 

 予算現額と収入済み額との差6,434万円余

とありますが、これは、工事予定の変更によ

り前年度からの繰り越しに伴う国庫補助金の

増額分でございます。 

 なお、国庫支出金に不納欠損額、収入未済

額はございません。 

 次に、財産収入でございます。 

 ９ページをごらんください。 

 最上段から下から２段目の不用品売払収入

までが、財産収入に関するもので、財産収入

に不納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、９ページの最下段は繰越金でござい

ます。これは、熊本地震に係る前年度の災害

復旧事業等の繰越金となります。 

 次に、10ページから11ページまでが、諸収

入に関するものでございます。 

 諸収入の不納欠損額について御説明いたし

ます。 

 10ページの上から４段目の放置違反金に26

万4,000円の不納欠損額がありますが、これ

は、備考欄に記載しておりますとおり、時効

期間満了及び法人解散による納付義務の消滅

によるものでございます。また、延滞金、放

置違反金それぞれに収入未済額があります
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が、いずれも放置違反金の未払いによるもの

でございます。 

 次に、11ページをごらんください。 

 最下段の雑入の収入未済額201万6,000円に

つきましては、備考欄に記載しておりますと

おり、交通事故等による公用車の損壊に係る

損害賠償金の未払い分でございます。 

 不納欠損額及び収入未済額の詳細につきま

しては、後ほど附属資料の収入未済に関する

調べ及び不納欠損に関する調べで御説明いた

します。 

 以上が歳入に関する調べの説明でございま

す。 

 引き続きまして、13ページをごらんくださ

い。 

 歳出について御説明いたします。 

 最上段をごらんください。 

 警察費でございます。 

 予算現額395億2,361万9,000円に対し、支

出済み額386億9,952万1,000円、翌年度繰越

額１億7,918万8,000円であり、不用額は、６

億4,490万8,000円となっております。 

 以下、不用額を生じた理由について御説明

いたします。 

 なお、翌年度への繰越額につきましては、

後ほど附属資料の繰越事業調べで御説明いた

します。 

 まず、中段、公安委員会費の欄をごらんく

ださい。 

 支出済み額は、1,142万9,000円で、不用額

の64万円余は、公安委員に対する報酬などの

執行残でございます。 

 次に、下段の警察本部費でございます。 

 支出済み額は、317億4,735万9,000円、不

用額は、２億4,014万4,000円となっておりま

す。 

 不用額の主なものにつきましては、備考欄

をごらんください。 

 各種手当の実績が見込みより少なかったこ

とに伴う職員給与費の執行残が１億457万円

余、退職者数が見込みより少なかったことに

伴う退職手当の執行残が9,269万円余、その

他、光熱水費等の経費節減に伴う執行残など

が4,287万円余でございます。 

 続きまして、14ページをごらんください。 

 上段の装備費でございます。 

支出済み額は、４億 4,532万円、不用額は、

1,747万 9,000円となっております。 

 不用額の主なものは、車両燃料費や車両修

繕費等の執行残が1,594万円余、その他、警

察用航空機の維持管理費に係る執行残などが

153万円でございます。 

 次に、下段の警察施設費でございます。 

 支出済み額12億9,828万9,000円、翌年度繰

越額１億7,918万8,000円、不用額は、２億

6,729万7,000円となっております。 

 不用額の主なものは、県庁舎設備更新計画

工事等の執行残が２億3,789万円余、交番、

駐在所等警察施設の整備等に係る執行残が

2,658万円、その他、上天草警察署整備にお

ける用地調査委託の執行残などが282万円余

でございます。 

 続きまして、15ページをごらんください。 

 下段の運転免許費でございます。 

 支出済み額は、９億4,930万9,000円、不用

額は、3,522万7,000円となっております。 

 不用額の主なものは、運転免許センターを

運営するための諸経費の執行残などが2,671

万円余、その他、運転免許関係の各種講習委

託の執行残などが851万円余でございます。 

 続きまして、16ページをごらんください。 

 上段の恩給及び退職年金費の欄をごらんく

ださい。 

 支出済み額は、4,265万9,000円で、不用額

の136万円余は、恩給及び扶助料の受給者減

による支給額の執行残でございます。 

 次に、下段から19ページまでの警察活動費

でございます。 

 支出済み額は、42億515万3,000円、不用額

は、8,275万4,000円となっております。 
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 警察活動費の不用額の内訳について、上か

ら順に説明いたします。 

 備考欄をごらんください。 

 一般警察運営費では、警察活動用消耗品の

経費節減に伴う執行残など、総合治安対策費

では、警察本部総合指揮室改修工事費の執行

残など、生活安全警察運営費では、警備業許

可等業務関係経費の執行残など、地域警察運

営費では、非常勤職員である交番相談員の人

件費の執行残など、刑事警察運営費では、携

帯電話通信費等の経費節減に伴う執行残など

でございます。 

 次に、17ページをごらんください。 

 交通警察運営費では、自動車保管場所調査

委託費の執行残など、交通安全施設費では、

道路標識等の交通安全施設整備に係る執行残

などでございます。 

 ページをめくっていただきまして、19ペー

ジをごらんください。 

 ２段目の災害復旧費でございます。これ

は、熊本地震により被災した警察施設の復旧

に係る経費で、平成28年度予算の事故繰越分

でございます。 

 支出済み額は、１億9,608万9,000円で、不

用額の114万円余は、工事の変更に伴い生じ

たものでございます。 

 以上が歳出に関する調べの説明でございま

す。 

 続きまして、別にお配りしております令和

元年度決算特別委員会附属資料をごらんくだ

さい。 

 まず、１ページをごらんください。 

 平成30年度繰越事業調べでございます。 

 令和元年度への繰越額は、上から順に、警

察施設維持管理費で8,926万5,000円、警察施

設整備費で8,992万3,000円となっておりま

す。 

 １段目の警察施設維持管理費では、警察棟

を含む県庁舎の排水処理設備改修工事等に係

るものです。２段目の警察施設整備費は、熊

本中央警察署子飼交番及び玉名警察署寺田駐

在所に係るものです。 

 これらの工事の繰越理由は、熊本地震発生

後の作業員不足等による理由から、計画、設

計に関する諸条件の変更を余儀なくされ、年

度内の工事完了ができなかったためでござい

ます。右側に記載しております８月１日現在

の進捗状況ですが、現在は、全ての工事が完

了しております。 

 次に、２ページをごらんください。 

 平成30年度収入未済に関する調べでござい

ます。 

 収入未済の内容でございますが、１の平成

30年度歳入決算の状況のとおり、上から順

に、放置違反金の延滞金13万5,000円、放置

違反金87万円、雑入といたしましては、交通

事故等による公用車損壊に係る損害賠償金

201万6,000円がございます。 

 ２の表は、収入未済額過去３カ年の推移で

ございます。 

 次に、３ページをごらんください。 

 収入未済額の状況を記載しております表中

の右から３つ目のその他につきましては、納

付の日程を交渉している者、財産の状況を調

査している者、刑務所等に収監中の者等にな

ります。 

 放置違反金を初めとする収入未済の解消に

つきましては、４にございます未収金対策の

とおり、債務者に対する電話督促や休日、夜

間の訪問を継続的に行うなど、徹底した徴収

促進に努めてまいりました。今後も引き続

き、未収金の早期回収に取り組んでまいりま

す。 

 次に、４ページをごらんください。 

 平成30年度不納欠損に関する調べでござい

ます。 

 放置違反金の不納欠損17件、26万4,000円

でございます。これは、地方自治法第236条

第１項に規定しております金銭債権の消滅時

効により債権が消滅したものと、車両の保有
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者たる法人の解散により徴収することができ

ないことが明らかとなり、地方税法第15条の

７第５項に基づき納付義務が消滅したため、

不納欠損処分を行ったものでございます。 

 次に、５ページをごらんください。 

 取得用地の未登記一覧表でございます。 

 現在は熊本北合志警察署管轄となっており

ます植木交番につきましては、熊本都市計画

事業植木中央土地区画整理事業の対象地とな

ったことから、平成27年度に、現在の仮換地

に交番を新築移転したところであります。同

交番の敷地につきましては、前述の土地区画

整理事業が完了し、土地の表示登記が行われ

た後、熊本市が登記申請する予定でございま

す。 

 以上で警察本部の決算資料の説明を終わら

せていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で警察本部の説明が

終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○山口裕委員 17ページの交通安全施設費の

執行残についてお尋ねします。 

 道路標識等の整備に執行残が出ております

けれども、ちょっと考えれば、何かこの執行

残をしっかり使って、地域の安全に資するよ

うなことでいいんじゃないかなと思うんです

が、この執行残には何かどういうあれがある

のか、教えていただければと。 

 

○原田交通規制課長 交通規制課長でござい

ます。 

 委員の御質問について御説明いたします。 

 交通安全施設のこの執行残につきまして

は、道路改良に伴います信号機の配線地中化

工事、これにおいて道路管理者が行う道路改

良工事自体が遅延してしまいまして、その後

に配線を入れる工事が３月までに間に合わな

いということで余儀なく中止したもの、それ

から道路標示についての入札が不落に終わっ

たもの等が含まれております。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 そういった事情であれば、い

たし方ないのかなと思いますけれども、やは

り地域からの要望というのも多い事業なの

で、遅滞ないようというか――そしてまた、

執行残が、せっかく確保した予算をしっかり

使っていただけるように取り組んでいただけ

ればと思います。 

 次に、もう１点よろしいですか。 

 スクールサポーター制度のことが、ちょっ

と主な成果の資料に載っておるんですが、少

年課等県内の７警察署に配置されて、活動件

数が２万7,932回ということで、かなりの活

動量だなというふうに思っているんですけれ

ども、少年課、７警察署振り分けても、

3,400件ぐらいの件数の対応をされているん

ですが、その上の資料で補導の件数とかさま

ざま情報は出してありますけれども、なかな

か現場とすれば大変な状況ではないのかなと

うかがえるんですが、このあたりについてち

ょっとお尋ねさせてください。 

 

○上田生活安全企画課長 生活安全企画課で

ございます。 

 スクールサポーター制度ということで、熊

本市内の警察署等の７カ所、それと警察本部

に１人ということで配置して活動をやってお

ります。活動内容は、４つほどございまし

て、先ほど委員が言われた内容を含みますけ

れども、そういうところで警察等のパイプ役

としてしっかり配置して、そこの学校との連

携はしっかりとっているところでございま

す。人数的な話なんですけれども、こういう

形でいろいろいじめ問題とかなんかあります

ので、今後は、増員とかそういった形での検
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討もしていくべきと考えております。 

 

○山口裕委員 最近では、学校との連携とか

すごく重要になってきているんじゃないかな

と思う中で、今回の件数は、結構私にとって

はショッキングな数字で、それを現場で警察

と共有したり、学校でどう助言をしていくの

か、すごく大変な仕事じゃないかなと思いな

がらも、配置ということですので、そんなに

多くの人員を割いてるわけじゃないんだろう

なというふうに思いますし、きょうも検討さ

れるということをお聞きしましたので、また

今後の課題として取り組んでいただければと

思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 済みません。今の活動回

数というのは、少しでも事案があって対応し

たものを１とカウントしていくんですよね。

だから、その中で重要な問題につながったと

か犯罪につながったというのは、また内訳は

そちらではわかってらっしゃるんですか。 

 

○上田生活安全企画課長 そうですね。重要

な案件につきましては、事件化をしたりと

か、そういった形で持っていきます。 

 

○溝口幸治委員長 この２万7,932の内訳は

あるわけですよね。分類してあるんですか。

ただ活動して何もなかったという活動から、

重要な犯罪等につながったとか、犯罪を抑止

することになったとか、２万7,932回の中身

ですよね。 

 要は、これ活動回数でしょう。１歩でもと

いうか半歩でも動いたら１にカウントするわ

けでしょうから。そういうところがわかると

議論がしやすいなというふうに感じますの

で、後ほどでもいいですが、それぞれ情報提

供していただければと思います。 

 

○上田生活安全企画課長 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○城下広作委員 交通安全施設のことで確認

ですけれども、最近、信号機がＬＥＤになっ

て、大分機械も薄くなって、非常にコンパク

トになって、また、見やすいということで、

非常にいいと思うんですけれども、ＬＥＤに

なると電気代も安くなるという認識がありま

す。それと、ああいうコンパクトになると、

昔の信号機より経費がもう少し安くなってい

るんじゃないかなと思いますが、ここら辺の

経済的な差というのはどうなんでしょうか。

ちょっと確認させていただきます。 

 

○原田交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 まず、ＬＥＤ化につきましては、電気代に

ついてですけれども、年間の電気代で、定周

期信号機と比べて標準的な一般的な信号機設

置で計算した場合に、ＬＥＤのほうが年間で

７万9,000円ほど安くなるということでござ

います。押しボタン信号機で約１万円安くな

るということでございます。 

 

○城下広作委員 ということは、それだけ安

くなると、その分が余裕を持って、また数を

ふやせるという形にはなっているんでしょう

か。 

 

○溝口幸治委員長 今のは、電気代が年間、

標準的なものと比べたら、７万円、１基につ

きということですか。１基につき。 

 

○原田交通規制課長 標準的な信号機ですの

で、１交差点についてというふうな考えでご

ざいます。それから、電気料金と安全施設の

整備費は、これは別個でございますので、電

気料金の執行残を施設の整備費に回すという



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月21日) 

 

 - 9 - 

ことは不可能でございます。 

 

○城下広作委員 もう一回整理なんだけど、

要は、ＬＥＤになって、その信号機も大分薄

くなって、材料もかかっとらぬだろうと。そ

うすると、そちらに変えることで、前の信号

機のコストが下がるということが考えられる

から、その分だけ――電気代だけんよそに回

せぬと今話だったけど、何かしらメリットが

あるのかなと思って、その辺の浮いたお金と

いうか。ふやすとかという形にはなかなか結

ばないということなんですかね。 

 

○古庄交通部長 交通部長の古庄でございま

す。 

 旧来の電球式の灯器とＬＥＤの灯器を比べ

ますと、単価は、値段はＬＥＤのほうが高い

ということでございますので、整備費は以前

よりはかかるということでございます。た

だ、将来的に全体的に見れば、そういう電気

料あたりは安くなりますので、ほかにお金を

回せるというような形になると思いますけれ

ども。 

 

○城下広作委員 じゃあ、単体で、今現実に

考えて設置するときには、ＬＥＤのほうが当

然高くなるけれども、電気代で、ランニング

コスト、長い時間になると、その分が逆に言

えばちょうどペイしていくような格好になる

ということですね。わかりました。 

 それと、最近よく台風なんかもいろいろあ

るけれども、やっぱり台風でも、恐らく昔の

分より今度のほうが軽いから結構曲がらない

というか、そういうメリットもあるんじゃな

いかとちょっと素人的に思うけど、その辺は

どうなんでしょうか。昔は重いけんようぐる

ぐる回って向きが変わっていたことがあった

けれども、この辺の効果というのはあるんで

しょうか。 

 

○原田交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 御指摘のとおり、台風のときには、ＬＥＤ

のほうが軽量化しておりますので、風が当た

る面積自体も小型化しておりますので、曲が

る率は少ないというふうに考えられます。 

 

○城下広作委員 最終的に全ての信号機をＬ

ＥＤ化にするという形で、基本的には今後考

えていくのか。ある程度の量で、ＬＥＤとい

うのは、もうお金もかかるし、何％までぐら

いやろうと、この計画はどうなんでしょう

か。 

 

○原田交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 現在、県内に１万4,864灯のＬＥＤ化がご

ざいます。これは、全体の信号機の約57％で

ございます。将来的には、今後のＬＥＤ化の

計画でございますが、年間おおむねＬＥＤ化

を1,000灯前後繰り返していきますと、令和

９年には、計算上は全てＬＥＤ化になってし

まうというふうな計算になっております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 ありがとうございました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○末松直洋委員 高齢者の事故が最近よく報

道されるんですけれども、７ページの認知機

能検査手数料のところでありますが、後期高

齢者の講習が、自動車学校によっては、かな

りの待ち時間、待ち日数があるということで

ありますが、県内の状況はどうなっているん

でしょうか。 

 

○金子運転免許課長 運転免許課長です。 

 高齢者講習の受講者の数というところで

……。 
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○末松直洋委員 待ち時間がちょっと長い 

……。 

 

○金子運転免許課長 高齢者講習は、昨年１

年間で４万8,000人、大体５万人を切るぐら

いで受講します。ことしに入って、もう３万

8,000人、先月現在ですね、それぐらいの数

を講習しております。――失礼いたしまし

た。待ち時間。 

 

○末松直洋委員 説明が足りませんでした。 

 後期高齢者の講習を受けたいという申し入

れを自動車学校にするんですよね。で、して

から実際に講習を受けるまでに、長いところ

では数カ月待ったりせなんというところがあ

るんですけれども、県内によって、自動車学

校によって、少し差があるのかなと思ってお

りますので、そこら辺の情報はあるんでしょ

うか。 

 

○金子運転免許課長 免許課長です。 

 受講待ちの件ということで、失礼いたしま

した。 

 平成29年当時は、平均して約120日待つよ

うな状況だったんですけれども、いろいろな

協力体制であるとか施策を加えまして、現在

では約２カ月というところで、約60日という

ことになっています。減らしたための原因と

いいますか、理由といいますのは、認知機能

検査や高齢者講習、これを昔は別の日にやっ

てたんですけれども、今は同日にやる、その

ことによって教える側の人数が確保できる、

そういった施策、あるいは警察官ＯＢを採用

しまして、16名採用しているんですけれど

も、これを高齢者講習に専従させるというよ

うなやり方、あるいは県警ホームページに予

約状況を記載したり、自動車学校間で調整を

やってくださいという依頼をしておりますの

で、大分待ち時間が短縮されたということに

なっております。 

 

○末松直洋委員 私は宇城市なんですけれど

も、地元ではやっぱり数カ月待ち、例えば、

大矢野の自動車学校に行けば早いよというこ

とでありますが、やはり高齢者だからちょっ

と遠くなるので、非常にそこを心配されてお

りますので、できるだけ地元で受けられるよ

うな体制をぜひ整えていただければと思いま

す。要望です。 

 

○溝口幸治委員長 要望でいいですか。 

 

○末松直洋委員 はい。 

 

○古庄交通部長 今年度、高齢者講習等支援

システムというのを構築いたしまして、年度

内には運用する予定にしております。ですか

ら、各自動車学校の予約状況とか、実施状況

とか、一括してシステムでわかるようなもの

でございますので、これが導入されれば、さ

らに講習待ちの時間が解消されるのではない

かと思っております。 

 

○末松直洋委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉永和世委員 17ページなんですけれど

も、くまもとの「まち」と「ひと」を守る声

掛け安心実現事業とあるんですけれども、こ

れは非常に大事な事業なんだろうなと思うん

ですけれども、内容的にわからないので内容

と、あと、今現状である成果についてちょっ

とお聞かせいただければと思います。 

 

○井上交通企画課長 交通企画課からでござ

います。井上でございます。よろしくお願い

します。 
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 このくまもとの「まち」と「ひと」を守る

声掛け安心実現事業、この事業概要につい

て、まず御説明いたします。 

 これは、熊本復旧・復興４カ年戦略におけ

る県警の取り組みとして、平成28年から、非

常勤職員を６人、声かけ訪問指導員に任命し

まして、高齢者や女性、子供を対象とした交

通事故防止活動、防犯活動などを実施中であ

りましたけれども、同年10月からは、民間業

者18人を加えた28人体制となり、その後、現

在まで、県警声かけ訪問隊、通称、これは県

警ひまわり隊というふうなことで呼んでおり

ますが、ひまわり隊として、県内一円につい

て運用中でございます。 

 この主な活動内容でございますが、これに

つきましては、戸別訪問活動、交通安全防犯

教育、被災地の警戒活動、街頭指導、警戒活

動などを実施しております。 

 主な実績ですけれども、これは、戸別訪問

活動は、一般世帯、これは平成28年の４月か

らの累計ですけれども、14万3,200世帯を訪

問しております。それと、避難所仮設住宅戸

別訪問活動につきましては、これは延べ７万

1,568件を実施しております。街頭指導、警

戒活動につきましては、1,951回実施してお

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 非常に大変大事な事業かな

と思うんですけれども、ただ、10月から民間

を入れて28名ですか、この体制で十分な体制

なのかなとちょっと今思ったんですけれど

も、今後、これをまた大きくしていこうと

か、そういった考え方はない。 

 

○井上交通企画課長 井上でございます。 

 できれば充実させたいというふうには考え

ております。 

 

○吉永和世委員 ぜひそういった方向で検討

いただければ非常にありがたい。これはもう

全県対象ですよね。 

 

○井上交通企画課長 全県対象です。これに

つきましては、来年度予算要求において、非

常勤職員の増員とか委託職員の増員あたりも

要望していきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○吉永和世委員 よろしくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 よろしいですか。何か補

足説明ありますか。 

 

○井上交通企画課長 今県のほうに要望して

いる最中でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○内野幸喜副委員長 最初の警務部長の説明

でも負担人口の件がありました。やっぱり熊

本県警というのは、これはもう以前からずっ

と言われていることで、九州の中でも、ほか

の県に比べると１人当たりの負担人口という

のは多いということで、これは、やっぱり引

き続き県議会としても国のほうに言っていか

なければならないというふうに思います。 

 それともう１点、最近、公務員の受験者数

が少なくなってきているというのがありま

す。特に、本県の知事部局もそうですし、あ

と、教育委員会のほうも、以前に比べるとど

んどんどんどん受験者数というのが少なくな

ってきています。 

 そこで、県警のほうは、今どういう状況な

のかというのをお聞きしたいというのが１つ

と、これからは負担人口を減らすためにも増

員していくと。ただ増員するだけではなく

て、やっぱり県民の生命、財産を守るんだ

と、そういう強い使命感を持った警察官をふ

やしていかなければいけないと思いますの
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で、ただ増員するだけではなくて、受験者数

もふやして、その中から優秀な警察官を採用

していくべきだと思うんですが、その点の現

状についてちょっとお話聞かせていただけれ

ばなというふうに思います。 

 

○平良警務課長 警務課でございます。 

 委員御指摘の、まず本県警察官の採用状況

についてでございます。 

 警察官Ａ、本年度の大卒程度でございます

けれども、につきましては、64人募集に対し

まして470人の応募がありました。その中

で、最終的な受験率は71.1％、それから辞退

者もおりました関係で、競争倍率につきまし

ては5.5倍ということでございました。漸

次、大卒程度につきましては若干減少傾向に

あります。 

 警察官Ｂ、高卒程度につきましては、まさ

に昨日採用１次試験を行ったところでござい

ますけれども、本年につきまして、46人に対

しまして、おおむね８倍近くの競争倍率でご

ざいました。 

 

○内野幸喜副委員長 Ａについては5.5倍、

Ｂについては恐らく８倍程度ということ、こ

れはどうなんですか。以前と比べると、やっ

ぱり受験倍率というのは下がってきているの

か、それとも大体ずっと維持できているの

か、その点はどうなんですか。 

 

○平良警務課長 大卒程度につきましては、

ここ数年、若干減少傾向にございます。高卒

程度、警察官Ｂにつきましては、年次によっ

て若干の動きはございますけれども、おおむ

ね標準的な倍率を確保できているという認識

でございます。 

 

○内野幸喜副委員長 大卒については、若干

下がってきているということで、これは、警

察官については、全国の47都道府県というの

はやっぱり競争ですから、やっぱり熊本県警

というのは、先ほど言った強い使命感を持っ

た警察官というのを採用しなければならない

というのは大事なんですが、非常にやりがい

のある仕事なんだということを受験者にも広

く伝えていって、より有為な人材を確保す

る、やっぱりそういう努力を引き続きやって

いくべきだなと思いますので、そこは要望で

ありますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○井上交通企画課長 井上でございます。 

 先ほど、くまもとの「まち」と「ひと」を

守る声掛け安心実現事業の体制について申し

上げましたけれども、これについては、再度

正確に。 

 現状、非常勤職員６人でございます。それ

と、嘱託の委託しておるのが18人ということ

で、計24人で運用をやっております。訂正さ

せていただきます。 

 

○溝口幸治委員長 吉永委員がおっしゃった

のは、とてもいい事業なので、もっと拡充、

充実、予算も含めてやったらという話でした

ので、今その方向で検討されているというふ

うに理解していいということですね。 

  （｢わかりました」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 いや、わかりましたて、

そういうふうに我々がわかりましたて理解し

ていいですね。 

 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 じゃあ、また指摘事項

等、委員の先生方から後ほど出たら、また委

員長、副委員長のほうに御報告をお願いした

いと思います。 

 ほかになければ、これで警察本部の審査を

終了いたします。 



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月21日) 

 

 - 13 - 

 それでは、説明員の入れかえのため、暫時

休憩をいたします。 

  午前10時43分休憩 

――――――――――――――― 

  午前10時48分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 これより出納局及び各種委員会等の審査を

行います。 

 審査は、出納局、人事委員会事務局、監査

委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局

の順に説明を求めた後に、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それではまず、会計管理者から出納局の決

算概要の説明をお願いします。 

 

○瀬戸会計管理者 おはようございます。会

計管理者の瀬戸でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。  

 出納局の平成30年度の決算概要につきまし

て御説明申し上げます。 

 お手元の説明資料１ページをおめくりくだ

さい。 

 歳入歳出決算総括表により御説明申し上げ

ます。 

 当局では、一般会計及び収入証紙特別会計

の２会計を所管しております。 

 まず、歳入の決算状況でございますが、一

般会計の収入済み額は、1,100万円余、収入

証紙特別会計の収入済み額は、28億4,300万

円余で、ともに不納欠損額、収入未済額はご

ざいません。 

 次に、歳出の決算状況でございますが、一

般会計の予算現額６億円余に対しまして、支

出済み額は、５億8,000万円余、繰越額は300

万円余、不用額は、1,600万円余となってお

ります。 

 不用額の主なものは、人件費や事務費の執

行残でございます。 

 また、収入証紙特別会計の予算現額29億円

に対しまして、支出済み額は、26億1,600万

円余で、不用額は、２億8,300万円余となっ

ております。不用額は、各種手数料の収入実

績が見込み額を下回ったことに伴う一般会計

繰出金の執行残でございます。 

 以上が平成30年度決算の概要でございま

す。詳細につきましては、各課長が御説明い

たしますので、よろしく御審議いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

○村上会計課長 会計課長の村上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、本年度定期監査における指摘事項に

つきましては、出納局はございません。 

 続きまして、会計課の決算について御説明

申し上げます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 ３段目の会計管理費でございますが、総合

財務会計システムの管理に係る経費などが主

なものでございます。 

 不用額の952万円余は、経費節減等に伴い

ます執行残でございます。 

 繰り越しにつきましては、後ほど御説明い

たします。 

 最下段の利子でございますけれども、これ

につきましては、支払いに必要な資金が不足

した際に金融機関から一時的に借り入れを行

っておりますが、これに伴う支払い利子でご

ざいます。 

 不用額の162万円余は、一時借り入れの額

が当初の見込みより少なかったことによるも

のでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 
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 収入証紙特別会計でございます。 

 この特別会計は、収入証紙の販売代金の保

管及び各手数料等の収入を効率的に配分処理

するために設置された特別会計でございま

す。 

 まず、歳入でございますが、１段目の証紙

収入、２段目の繰越金ともに、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、一般会計繰出金は、

収入証紙による手数料等の納付実績に応じま

して、一般会計の歳入へ繰り出しているもの

でございます。 

 不用額の２億8,385万円余は、収入証紙に

よる各種手数料等の納付実績が見込みを下回

ったことによる執行残でございます。 

 次に、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 別冊の決算特別委員会附属資料１ページを

お願いいたします。 

 総合財務会計システム管理事業でございま

すが、総合財務会計システムが新元号に対応

できるよう改修を進めておりましたが、新元

号の公表時期が平成31年４月となったことに

伴いまして、情報移行等の一部作業の繰り越

しをお願いしたものでございます。なお、こ

の事業につきましては、５月末で完了してお

ります。 

 会計課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○大石管理調達課長 管理調達課長の大石で

す。よろしくお願いいたします。 

 管理調達課の決算について御説明申し上げ

ます。 

 説明資料の６ページのほうにお戻りお願い

いたします。 

 一般会計の歳入でございますが、財産収

入、諸収入、いずれも不納欠損額、収入未済

額はございません。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 最下段の会計管理費で421万円余の不用額

を生じておりますが、これは、主に委託事業

等の入札に伴う執行残でございます。 

 管理調達課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 次に、人事委員会事務局

長から、決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 

○本田人事委員会事務局長 人事委員会事務

局長の本田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきましては、

お手元の説明資料に基づいて説明いたしま

す。 

 １ページでございますが、歳入歳出決算の

総括表でございます。内容については、２ペ

ージ以降で説明をしたいと思います。 

 お開きいただきまして、２ページをお願い

いたします。 

 歳入につきましては、収入済み額が205万

4,000円で、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 ３ページをお願いいたします。 

歳出につきましては、支出済み額は、１億

6,584 万 4,000 円で、翌年度への繰り越しは

ございません。 

 不用額は、593万1,000円でございますが、

内訳は、委員会費が、人件費等の執行残61万

4,000円、事務局費が、職員採用試験の会場

借り上げなどで経費節減に努めたことに伴う

執行残の531万6,000円でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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○溝口幸治委員長 次に、監査委員事務局長

から決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○松永監査委員事務局長 監査委員事務局で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要について、お手元

の説明資料に基づき御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入については、該当ございません。 

 次に、歳出につきまして、２ページをお願

いいたします。 

 支出済み額が、委員費1,800万円余、事務

局費１億6,000万円余となっております。内

訳は、監査委員、事務局職員の人件費及び事

務費でございます。 

 また、不用額のうち、委員費155万円余に

つきましては、人件費等の執行残、事務局費

286万円余につきましては、経費節減に伴う

執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○溝口幸治委員長 次に、労働委員会事務局

長から決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 

○本田労働委員会事務局長 労働委員会のほ

うの御説明を行います。労働委員会のほうの

事務局も７月からやっています本田でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の労働委員会事務局説明資料に基づいて

説明をいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 左側の歳入につきましては、該当はござい

ません。 

 右側の歳出につきましては、２ページで説

明させていただきます。 

 お開きいただきまして、２ページをお願い

いたします。 

 歳出につきましては、１段目の一般管理費

につきまして、翌年度繰越額及び不用額とも

にございません。 

 ２段目の労働委員会費の支出済み額は、１

億633万9,000円でございます。内訳は、委員

会費が、委員報酬の2,352万1,000円、事務局

費が、事務局職員の人件費及び委員会・事務

局運営費の8,281万8,000円でございます。 

 不用額が317万円ございますが、内訳は、

委員会費が、委員報酬の執行残131万3,000

円、事務局費が、職員給与及び運営費の執行

残185万6,000円でございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○溝口幸治委員長 次に、議会事務局長から

決算概要と資料の説明をお願いいたします。 

 

○吉永議会事務局長 議会事務局長の吉永で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして御説

明申し上げます。 

 議会事務局決算特別委員会説明資料の１ペ

ージ目をお願いします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。詳細に

つきましては、２ページ以降で御説明させて

いただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、１段目の繰越金の収

入済み額は、3,580万円でございます。これ

は、議会棟維持修繕費の前年度からの繰越金

でございます。 

 ２段目の諸収入の収入済み額は、706万円

余でございます。これは、政務活動費の返還



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月21日) 

 

 - 16 - 

金等でございます。 

 なお、不納欠損額、収入未済額ともにござ

いません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、１段目の議会費の支

出済み額は、15億6,843万円余で、不用額

は、1,373万円余でございます。不用額の内

訳といたしましては、議会費の500万円は、

委員会旅費等の執行残、事務局費の873万円

余は、事務局運営費の執行残でございます。 

 ４段目の総務費の支出済み額は、217万円

余でございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で出納局及び各種委

員会等の説明が終わりましたので、これより

質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○西聖一委員 お尋ねですけれども、人事委

員会と労働委員会の兼務というお話が出たん

ですが、独立するべきような機関の感じがし

ますけれども、他県の事例はどうなんです

か。 

 

○本田人事委員会事務局長 全国の状況は、

ちょっと把握してございませんけれども、九

州の中では、長崎県と佐賀県が併任のような

形をとっているというふうに聞いてございま

す。本県が九州では３つ目というような状況

かと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、これで出納局及び各種委員会等

の審査を終了いたします。 

 午前中の審査は、これで終了の予定でした

が、時間がありますので、午後の企業局の審

査を入れたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしということです

ので、引き続き企業局の審査を行いたいと思

います。 

 入れかえのため、５分休憩いたします。 

  午前11時２分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時７分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 これより企業局の審査を行います。 

 それでは、企業局長から決算概要の総括説

明をお願いいたします。 

 

○岡田企業局長 企業局でございます。 

 まず初めに、前年度の決算特別委員会報告

におけます施策推進上の改善または検討を要

する事項等につきましては、企業局にはござ

いませんでした。 

 それでは、平成30年度の電気事業、工業用

水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の決

算の概要について御説明申し上げます。 

 まず、電気事業会計でございます。 

 総収益12億4,600万円余に対し、総費用15

億8,500万円余で、差し引き３億3,900万円余

の純損失となっております。 

 収益が減少しました主な要因は、リニュー

アル事業の現地工事に伴い、市房第一と第二

発電所を平成30年５月末で発電を停止したこ

とによるものでございます。このため、電気

料金が減少したことによるものでございま

す。 

 なお、市房第一、第二発電所は、今年度末

から運転を開始し、緑川第一発電所、第二発

電所につきましては、来年度からリニューア

ル工事のため運転を停止いたします。 

 令和３年度末には４つの全ての事業は完了

しまして、所有する全ての発電所で発電を行

う予定でございます。 

 また、阿蘇車帰風力発電所につきまして
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は、譲渡予定の事業者の計画変更により、３

月末から半年間譲渡を延期いたしました。そ

の後、事業者、阿蘇市などの関係者との協議

を重ね、本年９月末の期限内に譲渡が完了い

たしました。 

 次に、工業用水道事業会計でございます。 

 ３工業用水道事業合計で、総収益10億200

万円余に対し、総費用は、10億1,500万円余

でございます。差し引き1,200万円余の純損

失となっております。 

 施設別では、八代及び苓北は、純利益を確

保いたしましたが、有明につきましては、純

損失となっております。 

 なお、経営改善の方策の一つといたしまし

て、さきの９月定例県議会におきまして、工

業用水道分野では全国初となりますコンセッ

ション方式の導入を可能とするための条例改

正案について議決をいただきました。 

 現在、その導入に向けまして、実施方針公

表等の手続を進めているところでございま

す。 

 最後に、有料駐車場事業会計でございます

が、総収益１億2,800万円余に対し、総費用

は、9,400万円余で、差し引き3,400万円余の

純利益となっております。 

 昨年度に比べて純利益が減少している主な

要因は、熊本地震に伴う駐車場災害復旧工事

の特別損失を計上していることによるもので

ございます。 

 以上が決算の概要でございますが、決算内

容の詳細につきましては、この後、総務経営

課長から御説明いたしますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いいたします。 

 

○濱田監査委員 代表監査委員の濱田でござ

います。４人の監査委員を代表いたしまし

て、私のほうから概要を説明させていただき

ます。着座にて説明をいたします。 

 お手元に、平成30年度(2018年度)決算審査

意見書という白い冊子がお配りしてございま

す。これを使って説明をさせていただきま

す。よろしいでしょうか。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、１ページは総括でございます。審査

の対象、これは３事業を審査いたしておりま

して、１ページ目の下段でございますけれど

も、審査の結果をここに載せてございます。 

 １、審査の結果でございますけれども、概

要を申し上げますと、３事業会計の決算諸

表、これはおおむね正確でございまして、経

営成績及び財政状況を適正に表示しているも

のと認めております。 

 ２に経営の状況等書いてございますが、こ

れは、ただいま岡田企業局長から御説明があ

ったとおりでございます。 

 以下の２ページから24ページまでが、その

経営状況の説明になりますが、割愛をさせて

いただきます。 

 25ページをお開きいただきたいと思いま

す。25ページでございます。 

 25ページが、決算審査意見でございます。

３つの事業会計に分けて書いてございます。 

 まず、１番目の電気事業会計でございま

す。 

 ただいま御説明ありましたとおり、ただい

まＦＩＴ移行に向けたリニューアル事業が行

われております。これに伴いまして、今後し

ばらくは電力料の減少が確実に見込まれるこ

とから、引き続き、経費節減、それから効率

的に工事を実施していくことを求めておりま

す。 

 なお、風力発電所の民間譲渡については、

ただいま説明があったとおりでございます。

完了したとの報告がございました。 

 ２番目の工業用水道事業会計でございま

す。 

 これにつきましては、特に、有明工業用水



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月21日) 

 

 - 18 - 

道事業で、竜門ダム関連経費の負担が大きく

影響していることに加えまして、有明工水及

び八代工水については、依然多くの未利用水

を抱えてございます。 

 このように、依然として厳しい状況が続い

ておりますことから、県の企業立地部門や関

係市町との連携を強化し、今後多角的な視点

からさらなる需要の拡大に努めていただきた

い旨申し上げております。 

 また、コンセッション方式の導入について

は、収支改善の有効な手段となるよう準備を

進めていただきたいと意見を申し上げておる

ところでございます。 

 最後に、3番目の有料駐車場事業会計でご

ざいます。 

 これにつきましては、平成28年度から指定

管理者制度に移行いたしまして、着実に利用

台数を伸ばされております。引き続き、県民

が利用しやすい駐車場としての運営に努めて

いただきたいという意見を申し上げておりま

す。 

 以上、簡単でございますが、審査意見書の

概要でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○溝口幸治委員長 次に、総務経営課長から

決算資料の説明をお願いいたします。 

 

○永松総務経営課長 まず、定期監査の結果

につきましては、企業局の指摘事項はござい

ません。 

 次に、監査委員からありました決算審査意

見について、その取り組み状況について御説

明いたします。 

 電気事業会計では、令和３年度まで、リニ

ューアル工事に伴う発電停止により、電力料

の収入減により一時的に赤字が続く見込みで

すが、内部留保資金があり、経営面での影響

はございません。引き続き効率的な工事の実

施に努め、経費の節減に取り組んでまいりま

す。 

 なお、リニューアルが完了した発電所につ

きましては、今後、現在の価格の2.5倍のＦ

ＩＴ価格での売電が決まっており、安定した

経営が可能となる見通しです。 

 次に、工業用水道事業会計ですが、苓北と

八代は、黒字を計上しておりますが、有明

は、当分の間、竜門ダム使用権の減価償却な

どの関連経費としまして、毎年度約４億円の

負担が生じており、赤字が続く見込みです。

引き続き関係機関と連携し、工水事業の拡大

に努めます。 

 また、９月議会で条例改正を御承認いただ

きましたコンセッション方式につきまして

は、現在手続を進めているところでございま

す。 

 最後に、有料駐車場事業会計ですが、指定

管理者からの納付金収入により良好な経営状

況にあり、今後も指定管理者と連携して利用

しやすい駐車場を目指してまいります。 

 決算審査意見につきましては以上でござい

ます。 

 続きまして、決算概要につきまして、お手

元の令和元年度決算特別委員会説明資料によ

り御説明いたします。こちらの資料でよろし

いでしょうか。 

 済みません。１ページをお願いいたしま

す。 

 電気事業会計でございます。 

 上段、１、施設概要ですが、水力発電は、

市房第一など７つの発電所を運営しておりま

す。このうち、市房第一と第二、緑川第一と

第二の主力４発電所につきましては、順次、

大規模なリニューアル工事を行っており、令

和３年度までに完了する予定です。 

 なお、リニューアル前の水力発電の最大出

力の合計は、５万4,200キロワットです。 

 平成30年度の実績供給電力量は、水力発電

が１億2,646万キロワットアワーで、市房発

電所の発電停止により、前年度比76.3％とな
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りました。 

 右側の風力発電所につきましては、局長が

説明しましたように、本年９月30日をもって

民間事業者へ譲渡しました。 

 なお、昨年度の実績は、57万9,500キロワ

ットアワーです。 

 次に、下段の２、電力料金の契約の状況及

び実績です。 

 発電した全量を九州電力へ売電しておりま

す。市房第一から笠振の５発電所は、２年ご

とに契約料金を改定しております。 

 平成30年度の１キロワットアワー当たりの

単価は9.67円であり､料金収入は､総額で10億

5,500万円余となりました｡菊鹿､緑川第三及

び風力発電は､ＦＩＴの適用を受けており、

売電単価、電力料金収入は記載のとおりでご

ざいます。 

 １ページおめくりいただきまして、２ペー

ジをお願いいたします。 

 (1)の収益的収支ですが、表頭、平成30年

度(A)の欄をごらんください。 

収入の計が12億4,600万円余、支出の計が 

15億8,500万円余で、差し引き３億3,900万円

余の損失が生じております。前年度と比べ３

億2,800万円余損失が拡大しております。要

因としましては、電力料が２億8,000万円余

の減となり、収入全体では、２億8,500万円

余の減収となりました。一方、支出では、修

繕費や固定資産除却費等の増加や、過去流量

調査を行った鴨猪発電所について、荒瀬ダム

撤去に経営資源を注力するなどにより断念し

たことから、昨年度開発費用を特別損失とし

て計上し、支出全体で4,200万円余の増とな

りました。 

 下の３ページをお願いいたします。 

 (2)欠損金の状況ですが、平成30年度末の

未処理欠損金３億3,900万円余につきまして

は、将来の欠損に備えた利益積立金から繰り

入れることとしております。 

 この結果、右側の(3)積立金及び留保資金

残高一覧のとおりとなり、利益積立金は、

1,900万円余となり、内部留保資金は、42億

6,500万円余となります。 

 次に、下段の(4)資本的収支ですが、表頭

(A)の欄をごらんください。 

 建設改良費や企業債償還金など、資本的支

出の合計が20億5,200万円余、一方、資本的

収入は、企業債、工業用水道事業会計からの

返還金、荒瀬ダム関連交付金等で、合計18億

3,500万円余となっております。不足する２

億1,600万円余は、摘要欄にありますよう

に、過年度分損益勘定留保資金など、いわゆ

る内部留保資金で補塡しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 続きまして、工業用水道事業会計です。 

 １、施設概要ですが、有明、八代及び苓北

の３つの工業用水道を経営しており、給水能

力は、合計で１日当たり６万8,360立方メー

トルとなっております。 

 次に、下段の利用状況ですが、平成31年３

月31日現在、３施設合計で、受水企業は41社

となっております。契約水量は、前年度に比

べ1,315立方メートル増加し、３万2,219立方

メートルとなりました。 

 なお、備考欄のとおり、有明と八代の両工

水の契約率が４割前後となっていることか

ら、引き続き関係機関と連携し、需要開拓に

努めてまいります。 

 下の５ページをお願いいたします。 

 (1)の収益的収支ですが、まず、３工水別

の収支状況を御説明いたします。 

 表の最下段の右側にある摘要欄をごらんく

ださい。 

八代と苓北は、それぞれ2,200万円余、 

6,800万円余の純利益を確保しましたが、有

明につきましては１億300万円余の純損失が

ありました｡ 

 次に、３施設の合計を御説明いたします。 

 表頭(A)の中ほどに収入の計がございます

が、10億200万円余、下から２段目の支出の
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計は、10億1,500万円余で、差し引き1,200万

円余の純損失となりました。 

 １枚おめくりいただいて、６ページをお願

いいたします。 

 (2)欠損金の状況です。 

有明工水で 46 億 1,300 万円余、八代工水

で 13 億 4,700 万円余の累積欠損金があり、

全体では 49 億 6,300 万円余の累積欠損金を

抱えております。 

 次に、下段の(3)資本的収支ですが、表頭

(A)の欄をごらんください。 

 中ほど、資本的支出の計は、11億6,700万

円余、資本的収入の計は、９億8,900万円余

となっております。不足する１億7,700万円

余は、過年度分損益勘定留保資金など、いわ

ゆる内部留保資金で補塡しております。 

 続きまして、７ページの有料駐車場事業会

計をお願いいたします。 

 １、施設概要ですが、鶴屋百貨店横にある

中央区安政町の立体駐車場と同区新屋敷の平

面駐車場を経営しており、収容台数は、それ

ぞれ341台と37台となっております。 

 次に、下段の２、駐車台数実績ですが、表

頭(A)の計にありますように、21万9,700台余

で、前年度を約１万1,000台余上回りまし

た。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。８

ページでございます。 

 (1)の収益的収支ですが、表頭(A)の欄をご

らんください。 

 収入の計が１億2,800万円余、支出の計は

9,400万円余で、3,400万円余の純利益となっ

ております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)剰余金処分計算書案です。 

 平成30年度未処分利益剰余金3,400万6,695

円を、処分案に示しておりますように、地域

振興積立金に3,400万6,000円を積み立てたい

と考えております。この積立金から一般会計

へ繰り出しを行い、環境や新エネルギー導入

などの事業に活用されることとなっておりま

す。 

 処分後は、右側にある(3)積立金及び留保

資金残高一覧のとおり、内部留保資金は、10

億4,100万円余となります。 

 次に、下段の(4)資本的収支につきまして

は、平成30年度、収入、支出ともございませ

ん。 

 以上が平成30年度決算の概要です。よろし

く御審議をお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で企業局の説明が終

わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○山口裕委員 ２ページ、特別損失のその他

のことですが、鴨猪発電所建設仮勘定除却、

これは会計的にどう理解すればよかですか。 

 

○永松総務経営課長 鴨猪発電所というもの

を、実は、旧矢部のほう、今の山都町で水力

発電を開発しようというふうに検討してまい

りました。その検討したときのかかった費用

のほうを仮勘定という形で費用としてためて

たんですが、それにつきましては、支出とい

う項目では出しておりませんで、今回、昨年

度の決算のときに、その金額を全部費用とし

て支出化したということでございます。 

 

○山口裕委員 29年度は、仮勘定から除却す

るのはゼロだったんですよね。 

 

○永松総務経営課長 29年度は、まだ落とし

ておりません。費用として費用化してないと

いうことでございます。 

 

○山口裕委員 その事業を一度検討されたの

はいつだったんですか。 

 

○永松総務経営課長 申しわけございませ
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ん。緑川水系の鴨猪発電所につきましては、

平成６年度から流量調査を開始しまして、平

成８年、12年度に実施設計を実施するなどし

ておりましたが、荒瀬ダムの撤去等に関しま

して、中止、停止しておりました。 

 

○山口裕委員 荒瀬ダムの撤去に注力したが

ために、その事業費の処分ですよね、それを

そのままにしておいたということでしょうけ

ど、例えば、この電気事業というのは、３ペ

ージにあるように、他会計への繰り出しも行

うところですよね。工業用水等に繰り出しす

るんでしょうけど、そういった観点からいく

と、適切にやっぱり決算というか、企業会計

を行った上で繰り出すというのが普通の考え

方なんでしょうけど、その処分について何ら

監査等から指摘もなく済まされていたのか、

そのあたりが私は疑問が残るんですけど。 

 

○岡田企業局長 先ほど、鴨猪の流量調査に

ついては、それなりの期間をかけて、どのく

らいの流量があるかというのを――通常は、

新しい水力発電所をつくるためには、10年く

らい調査期間を要します。その調査期間をず

っと毎年度予算に計上して調査を行ってきた

んですが、そろそろどうするかという決断す

るタイミングで荒瀬の撤去の話がありました

ので、一時、企業局の新規事業は全て凍結す

るというふうな判断がなされましたので、そ

れまでかけてきた費用というのは、いわゆる

損失にはなるんですが、仮勘定という形で、

一旦、決算に計上しているものではなくて、

仮勘定で出したけれども、損失の処理という

のをどっかの時点で帳簿上やらんといかぬわ

けですね。お金はもう既に支払いはしてある

ので、それをどこで帳簿上に載せるかという

ことで、今回30年度の決算で特別損失として

計上させていただいたというふうなことでご

ざいます。 

 

○山口裕委員 もちろん、企業会計とか、こ

の複式による決算というのは、皆さんを信用

してやるしかないので、信用するのが前提で

すから、信用たる内容かということをやっぱ

り確認させていただくことが重要であって、

そのことはやっぱり忘れてもらっちゃ困るん

ですよね。 

 

○岡田企業局長 鴨猪につきましては、非常

に、我々としては、事業としては残念だった

といいますか、それなりに流量調査をして可

能性が高いというふうに踏んでたんですが、

荒瀬ダムの撤去の関係があって、新規事業は

ストップしてた関係もありまして、実施でき

なかったんですが、九電さんのほうで新しい

発電所をつくられまして、我々としては少し

残念な結果になったんですが、これは、やっ

ぱり６年間荒瀬ダム撤去という大事業を企業

局でやっておりましたので、いたし方なかっ

たことかなというふうに。 

 それぞれ結果としては、特別損失という形

で御報告することになってしまいましたけれ

ども、我々としてはちょっと残念だったし、

引き続き、水力発電については、非常に長い

スパンで利益を生み続けることですし、それ

から再生可能エネルギーの最先端に位置づけ

られていますし、非常に環境負荷の少ない発

電事業ということで、県内で、もしチャンス

があれば、また検討したいなというふうには

思っております。 

 特別損失という意味では、御報告する機会

がこのタイミングになってしまったので、大

変申しわけないというふうに思っておりま

す。事情としては、そのような形になってい

ます。 

 

○山口裕委員 大体おおよその内容はわかり

ました。企業局においては、この３事業を運

営されるに当たって、さまざまな御苦労もあ

るんだろうなというのが決算資料からお見受
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けするんですけれども、この決算というの

は、やっぱり皆さんの説明を信用するしかあ

りませんので、ここまでちょっと置いた、仮

勘定でそのままに放置したというのは、適切

じゃないと言われれば適切じゃないというこ

とですので、今後は、そのあたりはしっかり

と適切に決算していただければと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西聖一委員 有明工業用水のコンセッショ

ン方式、全国初ということですけれども、簡

単にいうと、公設民営というふうに理解して

いいんですか。それとは違うんですか。 

 

○永松総務経営課長 基本的には、そういう

御理解でいいかと思います。 

 

○西聖一委員 県が運営する中で赤字が出て

ますけれども、民間を入れることによって、

この利用率、今43％ぐらいですけれども、こ

れが上がるというふうに見込めるんですか。 

 

○永松総務経営課長 実際、水の需要を開拓

するには、一番いいのはやはり企業誘致をし

たりということが考えられるかと思います

が、残念ながら、名石浜とか荒尾とかは、そ

れほど大きな残地が残っておりませんので、

我々としましては、現在の企業さんの水需要

の拡大とか、まだ少しは残地もありますの

で、その点では企業立地課等とも連携してい

きたいと思うんですが、民間事業者が需要を

拡大するということに関しましては、我々が

持っていない企業誘致のノウハウ等も期待し

ておりますので、そのあたりは幾ばくかは収

入増につながるかというふうに考えていると

ころなんですが、どちらかというと、コンセ

ッションでさらに期待するのは、費用の削

減、コストカットのほうを実は考えておりま

す。我々が会計年度を単年度主義でやってい

るようなところを複数年度化することにより

調達コストが削減されるということが、国の

委託事業のほうでも認められておりますの

で、そのあたりを期待しているところでござ

います。 

 

○西聖一委員 コスト削減があるからするん

だと思うんですけれども、万が一、民間で受

けてくれるところがあるんですけれども、仮

に失敗というか、倒産というか、撤退したと

きには、県にまた戻ってくるということなん

ですか。 

 

○岡田企業局長 先ほどコンセッションの説

明で、公設民営というふうな答え方をいたし

ておりますけれども、イメージしやすいもの

としては、指定管理の長いやつというふうに

理解いただくのが一番近いかと思います。と

いいますのは、いわゆる施設自体は県の企業

局が保有して、その運営権を20年間にわたっ

て民間に委ねるという形になりますので、ど

ういうことが変わるかというと、期間が20年

間ということと、それから料金収入は事業者

が収入すると。事業の負担の範囲ですけれど

も、先ほどから説明しています竜門ダムの水

利権の負担金とかは、もう最初から年間４億

ちょっと、マイナスからスタートいたします

ので、この部分を民間に委ねるわけでは決し

てございませんので、その部分は県で持っ

て、それから管路の補修とか大規模な改修が

必要なものについては、当然、県が、企業局

が担うという形で、それ以外の運営の部分に

ついてコンセッションを導入するということ

でございます。 

 何が経営改善につながるかといいますと、

先ほどありましたように、長期間民間が事業

をできますので、例えば、機械のメンテナン

スとか、あるいは改修とか、そういったもの

については、いわゆる工事が立て込んでない
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時期、閑散期に選んで工事を実施するとか、

あるいは薬品等も大量に購入できるとか、そ

ういった、いわゆる長期間民間に委ねること

で、我々ではできないような経営改善の効率

が上がるというふうなことで、いわゆる関心

を持たれているというふうに理解しておりま

す。 

 我々が試算したところでは、20年間で、削

減経費が５億5,000万から11億程度、これは

ちょっと幅がありますけれども、そのくらい

かなというふうに見ております。これは、決

して累積の赤字を解消できるというふうな、

あるいはさらに受水率がどんどん上がってい

くというふうな――もちろん受水率が上がる

ことは期待はしておりますけれども、一挙に

赤字が解消するというふうなことではござい

ませんで、あくまでも経費削減策の可能な限

りの策というふうに位置づけをさせていただ

いております。 

 

○西聖一委員 じゃ今の話でいくと、４億の

年間返済はずっと残ってるわけですから、コ

ンセッションの契約をすることによって、ど

れくらいの補塡は見込んでいるんですか。３

億ぐらい見込むんですか。 

  （｢それは違う話」と発言する者あり) 

○西聖一委員 わかりました。それは別、今

のはなしで。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○ 田大造委員 ちょっと関連するんですけ

れども、この工業用水の欠損金の話なんです

が、未処理欠損金が累計で49億円を突破とい

うことで、これは年々ずっとふえてるんです

が、これは、竜門ダムとかいろんな経緯が過

去あったにしても、抜本的にどういうふうに

解決していくんだとか、そういう大きな方向

性とか今現在あるんでしょうか。その辺ちょ

っと詳しく聞かせてください。 

 

○永松総務経営課長 抜本的な解決策は、実

際問題としては非常に厳しいと思っておりま

す。ただ、工業用水というのは、企業誘致等

をする上でどうしても必要なインフラでござ

いますので、その点に関しては、一般会計か

らも支援もいただいておりまして、経営をし

ているというふうな状況でございます。 

 

○ 田大造委員 この資料の決算審査意見書

の16ページで、平成26年度からずっと30年度

までどんどんふえていってましてね。これ

は、私もずっと県議やっているんですけれど

も、どこまでふえちゃうのかなという。ある

程度までふえたら、その辺上限というか、そ

ういうのがあるのかどうか、その辺もお知ら

せください。 

 

○永松総務経営課長 特に、済みません、上

限というのはちょっとあれなんですが、実

は、竜門ダムの負担金は、あと40年程度続く

予定になっておりますので、基本的には、よ

っぽどの受水契約率が大幅に改善するとか、

そういうことでもない限りは、基本的には増

加していくということは想定されます。 

 

○ 田大造委員 了解しました。 

 ほかにいいですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○ 田大造委員 風力発電についてちょっと

お尋ねなんですが、これ、こっちの資料の１

ページですね。 

 令和元年度の１ページで、建設費が過去４

億6,700万円ぐらいかかって、平成17年です

ね、発電が開始して、結局、民間企業に売る

ということなんですが、私の認識では、企業

局自体を持ってる都道府県って、全国で、た

しか半分ぐらいの都道府県が企業局という特
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殊な民間事業みたいなことをやってるという

ことで、企業局自体がない県も半分ぐらいあ

ると思っています。認識してます。 

 それで、過去いろんな経緯があって、風力

発電もまあやってみようかという話になっ

て、車帰に３つ建設したんですが、結果とし

てうまくいかなかったと思うんですね。です

が、クリーンエネルギーの需要というか、ニ

ーズというのは、今後どんどんどんどんふえ

ていくと思うんですが、今回のこの風力発電

のこの事業、結果的に民間に売ると。これか

らどういう教訓を県は得たのかなと。今後も

風力は全く企業局として考えてないのかと

か、その辺をお知らせください。 

 

○永松総務経営課長 風力発電につきまして

は、委員も御案内のとおり、非常にやはり想

定された発電量が確保できなかったのは事実

でございます。それは、やはり当時、平成17

年から発電を開始しておりますが、その前の

やはり風向きとかそういうものの調査が、今

となってみれば、もう少し十分ではなかった

のかなという反省はあるところでございま

す。 

 今後につきましては、基本的には、今後10

年間の次期の経営戦略を考えておりますが、

風力発電につきましては、今回世界遺産の話

とかもございまして、非常に環境に与える影

響等もございますので、今のところ風力発電

を積極的に進めるということは、企業局とし

ては考えておりませんが、それ以外の水力な

どのほうは、今後とも検討していきたいとい

うふうに考えているところです。 

 

○岡田企業局長 ちょっと補足をさせていた

だきますけれども、県が、企業局が所有した

風力発電というのは、500キロワットの３基

を設置させていただいているんですけれど

も、時代が早い時期に風力に手がけたという

ことで、いろんな、いわゆる風向きの問題だ

とか難しい問題はありましたが、やはりそれ

以降、民間事業者が風力発電所を検討された

り、あるいは市町村レベルでも風力発電所を

設置されたりと、大規模に何十基も建てると

か、大型のものを建てるとか、そういったの

は県内ではまだできてませんけれども、風力

発電についての最初の段階でのいわゆる普及

といいますか、そういった成果はあったとい

うふうに思っております。 

 実際、先ほどから話が出ております再生可

能エネルギーの可能性につきましては、一時

期、太陽光発電が一斉に広まりましたけれど

も、景観の問題とか、あるいは耐用年数の問

題とか、いろいろ心配されている向きが出て

おりまして、あと、いわゆる天候に非常に左

右されるので、余剰の部分については停止が

出たりとかということになっています。 

 今、再生可能エネルギーで、一番優先順位

で挙げていきますと、水力発電がやっぱり一

番負荷が少なくて、非常に優秀な再生可能エ

ネルギーと位置づけられているんですが、こ

れはなかなかこれ以上広げていくというのは

難しい状況にございますので、あと、太陽光

も、先ほどから申し上げている事情で、これ

以上ふえていくかどうかというのは難しいと

ころです。あとは、バイオマスですとか地熱

とかありますけれども、その中では、風力発

電については、今後伸びる可能性はもしかし

たらあるのではないかなというふうに思って

います。 

 ただ、熊本県企業局が、今後も風力発電を

あちこちで考えるかというと、今のところ考

えておりませんが、民間が実際手を挙げてこ

られたということは、それなりのいわゆる先

駆けとしての事業効果はあったのではないか

というふうに分析をいたしております。 

 

○ 田大造委員 建設が平成17年ですので、

13年ぐらいですかね、ちょうど。運転してみ

て、建設費用、かかったコストと比較して、
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結果的に黒字になったのか、赤字のまま終わ

ったのか、その辺最後教えてください。 

 

○永松総務経営課長 トータルは、３億 

1,500万円の赤字というふうになっておりま

す。この建設費は、当企業局の自己財源とほ

ぼ等しいというふうな数字になっておりま

す。 

 それと、局長が先ほど言いました風力発電

ですけれども、全体では1,500キロワットな

んですが、500キロワットの３本ではなく

て、600キロワットが２本と300キロワットが

１本の合計1,500キロワットになっておりま

す。 

 

○ 田大造委員 了解です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで企業局の審査を終了いた

します。 

 これより午後１時まで休憩いたします。 

  午前11時46分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時58分開議 

○溝口幸治委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 午後から、商工観光労働部及び国際スポー

ツ大会推進部の審査を行うこととしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、執行部の説明を求めた後に、一

括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで、簡潔にお願いをい

たします。 

 それでは、商工観光労働部長から決算概要

の総括説明を行い、続いて担当課長から順次

資料の説明をお願いいたします。 

 磯田部長。 

 

○磯田商工観光労働部長 商工観光労働部長

の磯田でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 まず、決算の説明に先立ち、昨年度の決算

特別委員長報告において施策推進上改善また

は検討を要する事項等とされたもののうち、

商工観光労働部関係の３点について、その後

の措置状況を御報告申し上げます。 

 １点目は、委員長報告第４の１、｢未収金

の解消については、関係部局において厳しい

状況の中で回収に努めていることは理解して

いるが、財源の確保及び負担の公平性の観点

から、費用対効果も十分踏まえながら、さら

に適切かつ効率的な徴収対策を講じ、より一

層徴収促進に努めること｡」という御指摘で

ございます。 

 当部の未収金につきましては、一般会計に

おいて、中小企業従業員住宅使用料関連未収

金、委託訓練受講経費関連未収金、また、特

別会計において、中小企業振興資金特別会計

未収金がございます。 

 熊本県未収金対策連絡会議で決定された未

収金対策強化に向けた取り組み方針等に基づ

き、債務者及び連帯保証人に対する督促や法

的措置等を実施し、計画的かつ適正な回収に

努めるとともに、回収困難先の中で任意交渉

及び強制執行のいずれかの手段によっても回

収不能であると判断した貸付先について、昨

年度、議会の承認をいただき、不納欠損処分

を実施したところでございます。 

 今後も、部を挙げて未収金の解消に努めて

まいります。 

 ２点目は、委員長報告第４の２、｢国際ス

ポーツ大会開催に向けて、インバウンドの誘

致や国内観光客の呼び込みなど、国際スポー

ツ大会推進部と商工観光労働部を初めとした

他部局とがしっかり連携しながら準備を進め

ること｡」という御指摘でございます。 

 これにつきましては、国際スポーツ大会推

進部と連携し、当部では、観戦ツアーの造成

や観戦客の観光地への誘導等に取り組んでお
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ります。 

 具体的には、県観光サイトやイベント等を

活用し、国際スポーツ大会の開催について積

極的にＰＲを行ってまいりました。 

 先日、熊本会場で行われましたラグビーワ

ールドカップについては、観戦チケットと宿

泊がセットになった旅行商品造成の働きかけ

や海外でのプロモーションを行った結果、国

内外から多くの観戦客が訪れ、大盛況のうち

に終了いたしました。 

 今後行われます女子ハンドボール世界選手

権大会についても、旅行商品造成の働きかけ

やファンゾーン等における観光ＰＲに向けた

準備を行っております。 

 今後も、大会に向けて、県が一丸となって

誘客に取り組んでまいります。 

 ３点目は、委員長報告第４の８、｢燃料電

池自動車の普及促進について、県民向けのＰ

Ｒ等、さらなる取り組みを進めること｡」と

いう御指摘でございます。 

 燃料電池自動車の普及促進の取り組みとい

たしましては、ロアッソ熊本の試合会場や高

等技術専門校のオープンキャンパスなど、県

内各地のイベント等において燃料電池自動車

を展示し、子供から大人まで幅広い世代の県

民に対する普及啓発を随時実施しているとこ

ろです。 

 また、県内企業が水素エネルギー分野に参

入するような機運を醸成するため、水素エネ

ルギーを題材とした講演会等の実施を予定し

ております。 

 このような取り組みや国の制度の活用等を

通して、燃料電池自動車や水素エネルギーの

さらなる普及促進を図ってまいります。 

 続きまして、平成30年度決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 説明資料１ページ、平成30年度歳入歳出決

算総括表をお開きください。 

 まず、歳入については、一般会計と４本の

特別会計を合わせまして、収入済み額が886

億400万円余、不納欠損額が1,400万円余、収

入未済額が29億9,300万円余となっておりま

す。 

 不納欠損額と収入未済額の主なものは、中

小企業振興資金貸付金に係るものでございま

す。 

 次に、歳出については、一般会計と特別会

計を合わせまして、支出済み額が1,181億

2,500万円余、翌年度繰越額が244億8,200万

円余、不用額が243億9,000万円余となってお

ります。 

 翌年度繰越額は、主にグループ補助金制度

など、災害復旧に係るものでございます。不

用額は、主にグループ補助金、企業立地促進

費補助等の執行残などでございます。 

 以上が商工観光労働部の決算の概要でござ

います。詳細につきましては、各課長から御

説明申し上げますので、御審議のほどどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、引き続き各課

長から説明をお願いいたします。 

 

○藤井総括審議員 商工政策課、藤井です。

よろしくお願いいたします。 

 まず、商工観光労働部における定期監査の

結果につきましては、指摘事項はございませ

ん。 

 それでは、商工政策課の決算について御説

明いたします。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、い

ずれも不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出でございます。 

 上段の一般管理費ですが、人事課から特別

配当を受けました職員の時間外勤務手当等で

ございます。 
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 この項目につきましては、各課共通でござ

いますので、ほかの課からの説明は省略させ

ていただきます。 

 次に、下段の商業総務費ですが、不用額

817万円余は、経費節減等に伴う執行残でご

ざいます。 

 商工政策課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○阪本商工振興金融課長 商工振興金融課、

阪本でございます。よろしくお願いします。 

 商工振興金融課の決算につきまして、主な

ものを説明させていただきます。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 ６ページから８ページまでが一般会計の歳

入でございますが、不納欠損額、収入未済額

ともにございません。  

 まず、６ページの国庫支出金のうち、中段

になりますけれども、中小企業組合等共同施

設等災害復旧費補助につきまして、予算現額

と収入済み額に323億5,419万円余の差が生じ

ておりますけれども、これは、グループ補助

金などの予算の次年度への繰り越し等による

ものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 下段の雑入の１つ目でございますが、各種

団体精算返納金につきまして、予算現額と収

入済み額に1,350万円の差が生じております

が、これは、グループ補助金で復旧した施設

等の売却や取り壊しにより補助金が返還とな

ったことによるものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 ９ページから11ページまでが一般会計の歳

出でございます。 

 まず、おめくりいただきまして、10ページ

をお願いいたします。 

 中小企業振興費の不用額713万円が出てお

りますが、これにつきましては、商工会商工

会議所・商工会連合会補助につきまして、育

休等により人件費の補助の一部が執行残とな

ったものなどでございます。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 災害復旧費の商工施設災害復旧費の不用額

235億832万円余でございますが、主にグルー

プ補助金の交付決定、実績確定、それから、

この関係で公共事業の影響などで年度内の事

業完了が見込めない方々に対しての予算のつ

けかえ等によります執行残でございます。 

 なお、グループ補助金等につきましては、

令和元年度は約244億円繰り越しております

が、これにつきましては、後ほど附属資料で

説明させていただきます。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 中小企業振興資金特別会計でございます。 

 まず、歳入でございますけれども、繰入金

及び繰越金につきましては、不納欠損額、収

入未済額ともにございません。 

 なお、繰越金において、予算現額と収入済

み額に２億8,105万円余の差が生じておりま

すが、これは、会計ルール上、繰越金につき

ましては、予算現額には歳出予算額に見合う

額を計上し、収入済み額は繰越金の全額を計

上していることによるものでございます。 

 次に、下の諸収入でございますが、中小企

業振興資金貸付金償還元金、償還利子及び延

滞違約金を合わせまして、不納欠損額1,489

万円、収入未済額29億8,356万円余が生じて

おりますが、これにつきましても、後ほど附

属資料で御説明させていただきます。 

 13ページをお願いいたします。 

 特別会計の歳出でございます。 

 ２段目の公債費の元金でございますが、

5,401万円余の不用額が生じております。こ

れは、中小企業振興資金につきまして、繰り

上げ償還額等の見込みが下回ったことなどに

よるものでございます。 

 続きまして、別冊の資料をお願いいたしま

す。 
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 附属資料の１ページでございます。 

 平成30年度繰越事業調べの明許繰り越しで

ございます。 

 ２件ございますが、上段は、水道町の商工

会館の復旧費でございまして、資材不足の関

係で繰り越しております。 

 下段は、いわゆるグループ補助金になりま

すが、国の平成30年補正予算分を31年２月議

会で計上いただき、全額を繰り越したもので

ございまして、交通インフラ整備の影響など

によるものでございます。 

 なお、右側の現在の進捗状況につきまして

は、記載基準日である８月１日の状況を示し

ておりますが、９月末の状況としましては、

商工会館は、計画どおりに工程の約５割程度

の進捗、グループ補助金は、繰り越した123

件のうち104件を交付決定し、事業完了は、

事業費ベースで約10％の進捗となっておりま

す。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 事故繰越になります。 

 こちらもグループ補助金に係るものでござ

いますが、施工業者の確保等が困難となった

ことで工事施工に不測の日数を要したため、

61億円余、135件分を事故繰越しているもの

でございます。進捗状況につきましては、９

月末時点では15％となっております。 

 なお、平成28年度からのグループ補助金全

体の進捗状況としましては、９月末現在で交

付決定率が99.7％、事業完了率が96.4％とな

っております。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 中小企業振興資金特別会計に係ります平成

30年度収入未済に関する調べについてでござ

います。 

 まず、１の平成30年度歳入決算の状況につ

いて御説明いたします。 

 これは、高度化資金等の状況になりますけ

れども、中ほどの欄ですが、不納欠損額が

1,489万円、収入未済額が、償還元金27億

8,660万円余、償還利子3,332万円余、延滞違

約金が１億6,359万円余でございます。 

 下段の２、収入未済額の過去３カ年の推移

でございますが、３カ年で新たな未収金は発

生しておりません。 

 平成30年度は、下の右側でございますが、

元金で339万円余を回収するとともに、平成

30年２月議会で債権放棄の議決をいただいた

1,489万円について不納欠損を行うことで、

収入未済額は、一番右下になりますけれど

も、29億8,356万円余となっております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段３でございますが、平成30年度収入未

済額の状況につきましては、収入未済が生じ

ておりますのは、表の一番右下の合計欄にな

りますけれども、全体で16件となっておりま

す。 

 この内訳でございますが、左から順になっ

ておりますが、分割納付中は、合計で11件、

19億9,889万円余、その右側の生活困窮状態

１件、２億2,297万円余となっております。

その他でございますが、合計で４件、７億

6,168万円余でございますが、このうち元金

と利子の３件につきましては、既に廃業さ

れ、主債務者、連帯保証人の資力もないこと

から、地方自治法施行令に基づく徴収停止を

実施してございます。 

 なお、このうち１件につきましては、平成

31年２月議会において債権放棄の議決をいた

だき、今年度に不納欠損処分をしておりま

す。 

 次に、下段の４、平成30年度の未収金対策

についてでございます。 

 ①にありますように、年度当初におきまし

て、未収金対策基本方針及び貸付先別の処理

方針を策定し、②のとおり、弁護士への法律

相談を行うなどして債権の管理、回収を進め

るとともに、経営改善を図るための専門家派



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月21日) 

 

 - 29 - 

遣等の支援を行っております。 

 また、先ほども御説明いたしましたが、④

にありますとおり、徴収困難な１先につい

て、債権放棄の議決をいただいております。 

 さらに、⑤のとおり、中小企業団体中央会

に業務委託を行い、現在、償還中の貸付先に

係る経営状況の把握や助言指導を行っておる

ところでございます。 

 最後に、９ページをお願いいたします。 

 平成30年度の不納欠損に関する調べでござ

います。 

 先ほども申し上げましたけれども、県の債

権放棄基準に基づき、回収不能と認められた

２件、1,489万円につきまして、平成30年２

月議会で債権放棄の議決をいただいた上で、

不納欠損処分を実施したものでございます。 

 未収金対策につきましては、今後も継続的

に粘り強く取り組むとともに、公平性の観点

と費用対効果を踏まえた上で、適切に対応し

てまいりたいと考えております。 

 商工振興金融課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 先ほどの説明資料にお戻りいただき、14ペ

ージをお願いいたします。 

 まず、14ページから19ページの一般会計歳

入において、不納欠損額はございません。 

 17ページをお願いいたします。 

 国庫支出金のうち、上から１段目の雇用開

発支援事業費等補助につきましては、予算現

額と収入済み額との差が429万円余となって

おります。これは、地域活性化雇用創造支援

事業において、事業実績が執行見込み額を下

回ったことによる国庫補助金の減でございま

す。 

 なお、下から２段目の生涯職業能力開発事

業等委託金につきましては、予算現額と収入

済み額との差が9,353万円余となっておりま

す。これは、主に離職者訓練の受講者の減少

や早期に就職先が決まったことによる訓練生

の中途退校などによる国庫委託金の減でござ

います。 

 また、下から１段目の障がい者訓練事業委

託金につきましては、予算現額と収入済み額

との差が615万円余となっております。これ

は、事業実績が執行見込み額を下回ったこと

により、国庫委託金の確定額の減によるもの

でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 上から２段目の諸収入でございますが、延

滞金について、994万円余の収入未済がござ

います。これは、中小企業従業員住宅関連の

ものになります。 

 また、同じページの下から２段目にある雑

入でございますが、６万円余の収入未済がご

ざいます。これは、委託訓練受講経費の返還

金になります。 

 この２件の内容につきましては、後ほど附

属資料において説明させていただきます。 

 続きまして、一般会計の歳出でございま

す。 

 不用額の大きいものについて御説明いたし

ます。 

 21ページをお願いいたします。 

 上から３段目の職業能力開発校費でござい

ますが、１億1,063万円余の不用額が生じて

おります。 

 主な理由としましては、備考欄の事業の概

要のうち、下から２番目の離職者訓練事業に

おいて、先ほど国庫委託金の減のところで説

明したように、訓練受講費の減少や早期に就

職先が決まったことによる中途退校などの理

由により、実績が少なかったことによる執行

残でございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 １段目の失業対策総務費でございますが、

822万円余の不用額が生じております。 

 主な理由としましては、備考欄の事業の概
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要のうち、上から３番目の熊本地震雇用維

持・確保支援事業において、補助事業の実績

減などに伴う執行残でございます。 

 続きまして、収入未済に関する調べについ

て御説明いたします。 

 別冊の附属資料、５ページをお願いいたし

ます。 

 収入未済に関する調べについて御説明いた

します。 

 延滞金における収入未済額994万円余でご

ざいますが、これは、中小企業従業員住宅事

業の延滞金でございます。 

 まず、この事業の概要について御説明いた

します。 

 この事業は、厚生年金を財源とした融資を

利用して、昭和43年から59年度まで実施した

事業で、企業の従業員住宅の確保を目的に、

県が企業の従業員住宅を建設し、これを中小

企業に有料で20年間貸し付けた後、その住宅

を企業に譲渡するというものでございまし

た。 

 合計で68の企業、470戸の利用がありまし

たが、このうちの１社について、使用料を滞

納していたことから、平成24年12月議会にお

いて、住宅の明け渡しや未払い貸付料の支払

いなどを求める訴えについて、県議会の議決

をいただき、訴訟による解決を行いました。 

 これまでの未収金対策については、次のペ

ージ、４、平成30年度の未収金対策をごらん

ください。 

 平成25年３月に、①住宅の明け渡しから④

遅延損害金の支払いについてを請求する訴訟

を提起し、本県の請求が認められる判決が同

年９月に言い渡されました。その結果、貸付

料と延滞金の額3,351万円余の支払いが確定

いたしました。 

 住宅につきましては、かなり老朽化が進ん

でいたことから、平成25年12月に明け渡しを

受けた後、解体撤去を終えております。 

 また、未収金の回収については、債務者の

連帯保証人の不動産が確認できたため、平成

27年２月に強制競売の申し立てを行いまし

た。 

 平成27年９月に落札され、県に1,871万円

余の配当があったため、貸付料を初めとする

債権の一部に充当して未収金を回収しており

ます。 

 その結果、元本については完済したことと

なり、最終支払い日である平成24年３月30日

以降の延滞金額が確定し、延滞金総額は、

1,905万円余となりました。 

 その後、平成28年度末、平成29年３月に、

債務者から債務者所有の土地の任意売買につ

いて、当該土地に抵当権を設定している県と

差し押さえを行っている熊本市に相談があっ

たため、弁護士等とも相談の上、任意売買に

応じることとし、平成29年度に入り、４月に

約910万円を回収いたしました。 

 平成30年度においては、残る債務者所有の

不動産の任意売買の状況把握に努めておりま

すが、現在のところ買い手が見つからず、任

意売買が実現していない状況が続いておりま

す。 

 このため、弁護士への法律相談を２度実施

するほか、不動産の適正な評価額を把握する

ため、不動産鑑定評価を実施しました。加え

て、毎月、債務者より電話や面会等による状

況報告を受け、任意売買の交渉状況につい

て、逐次確認を行っております。 

 今後も、弁護士等と相談しながら、引き続

き未収金の回収に全力を尽くしてまいりま

す。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 雑入として、６万円余の未収金が生じてお

ります。 

 未収金が発生した背景を御説明いたしま

す。 

 平成21年度に、高等技術専門校で行いまし

た自動車運転免許取得の委託訓練におきまし

て、訓練を受講する際には雇用保険に未加入
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であった受講者が、訓練が終了した後で、訓

練受講前にさかのぼり、雇用保険の被保険者

となるという状況の変化があったことから、

委託訓練の受講対象者の要件を満たさないこ

ととなったため、免許取得経費や訓練手当な

ど、約10万円余を返還させる必要が生じたこ

とによるものでございます。 

 分納により22年度までに４万円余を返還さ

せたところですが、就職しても短期間で離職

を繰り返す状況となり、無職の状態が続いた

ことから、23年度以降の返還が滞り、現在、

６万円余の収入未済となっております。 

 対応につきましては、次のページ、４、平

成30年度の未収金対策に記載しております。 

 これまで、分納誓約書を提出させ、催告を

行っておりますが、１つには、債務者が平成

25年５月から生活保護を受給し始めたこと、

２つ目には、今後も継続的な就労につく見込

みが低く、返済資金の確保が難しいこと、３

つ目には、債権金額が少額で、取り立てに要

する費用が債権金額を上回ることから、平成

26年３月17日に徴収停止を決定いたしまし

た。 

 なお、平成30年度においても、福祉事務所

へ状況調査を２回行いましたが、状況等に変

更等はなく、生活保護を受給しながら救護施

設に入所している状況から、徴収停止の要件

に該当すると判断したため、徴収停止を継続

しました。 

 今後も、債務者の生活保護を担当する福祉

事務所などの関係機関と連携の上、状況調査

を継続し、資金力回復状況について確認を行

っていくこととしております。 

 労働雇用創生課については以上でございま

す。 

 

○大下産業支援課長 産業支援課の大下でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 説明資料の24ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額、収入未済額ともにございません。 

 25ページをお願いいたします。 

 上から２段目の地方創生推進交付金につき

まして、予算現額と収入済み額に950万円余

の差が生じておりますが、これは、主に地域

未来投資促進事業におきまして、補助金申請

額が見込みを下回ったことに伴う交付金の減

でございます。 

 次に、一般会計の歳出でございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費につきまして、１億2,121万

円余の不用額が生じております。主な理由と

しましては、地場企業立地促進費補助と地域

未来投資促進事業におきまして、事業者から

の補助金申請額が見込みを下回ったことによ

り生じたものでございます。 

 続きまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 新事業創出促進費につきまして、635万円

余の不用額が生じております。主な要因は、

雇用創造連携型商品開発・販路拡大支援事業

におきまして、交付決定を受けた補助事業者

が、経営者交代により経営方針の見直しを行

い、当該補助金の事業を廃止したために生じ

たものでございます。 

 産業支援課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂本エネルギー政策課長 エネルギー政策

課、坂本でございます。 

 委員会説明資料の33ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳入に関する調べでございま

す。 

 不納欠損額、収入未済額、いずれもござい

ません。 

 続いて、34ページをお願いいたします。 

 歳出に関する調べでございます。 

 不用額の大きいものについて説明させてい

ただきます。 
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 次の35ページをお願いいたします。 

 上段の工鉱業振興費につきまして、523万

円余の不用額が生じております。 

 これは主に、備考欄の事業の概要にござい

ます３番目の新エネルギー等導入推進事業及

び最後の採石等育成推進事業等におきまし

て、事業実績が見込みを下回ったこと及び経

費節減に伴う執行残でございます。 

 エネルギー政策課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○深川企業立地課長 企業立地課の深川でご

ざいます。 

 一般会計と特別会計について御説明させて

いただきます。 

 それでは、説明資料の36ページをお開きく

ださい。 

 36ページから37ページにかけまして、一般

会計の歳入を上げております。 

 不納欠損額及び収入未済額ともにございま

せん。 

 36ページ一番上の段、財産収入ですが、予

算現額と収入済み額との比較欄に7,266万円

余の差額が生じております。これは、平成30

年10月30日付で信託が終了しましたテクノプ

ラザビル、こちらの信託清算金を受領したこ

とによるものでございます。 

 次に、下のほうの諸収入をごらんくださ

い。 

 ２億円余の差額が生じております。これ

は、企業立地促進資金貸付金回収金につい

て、新規貸し付けの実績がなかったことによ

るものでございます。 

 次に、38ページをお開きください。 

 一般会計の歳出でございます。 

 上から３段目、商業費のうち、中小企業振

興費に1,120万円余の不用額が生じておりま

す。これは、オフィス系企業等の立地促進の

ための産業支援サービス業等立地促進補助金

の不用額でございます。 

 次に、その下の工鉱業総務費に３億8,173

万円余の不用額が生じております。主なもの

としては、企業立地促進資金融資の新規申請

額がなかったこと、また、企業立地促進補助

金において、補助金交付申請額が見込み額よ

り少なかったことによるものでございます。 

 次に、40ページをお願いいたします。 

 ここから特別会計でございます。 

 まず、港湾整備事業特別会計の歳入でござ

いますが、不納欠損額及び収入未済額はござ

いません。 

 次に、42ページをお開きください。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の歳入でご

ざいますが、不納欠損額及び収入未済額はご

ざいません。 

 一番下の段の繰越金でございますが、予算

現額と収入済み額との比較欄に３億2,322万

円の差額が生じております。これは、過去の

用地売却収入等の繰越金でございます。 

 次に、44ページをお開きください。 

 高度技術基盤整備事業等特別会計の歳入で

ございます。 

 不納欠損額及び収入未済額はございませ

ん。 

 一番上の段の財産収入の予算現額と収入済

み額との比較欄に367万円余の差額が生じて

おります。これは、セミコンテクノパークの

新規貸し付けがふえたことによるものでござ

います。 

 次に、下から２番目の段の繰越金でござい

ます。 

 予算現額と収入済み額との比較欄に3,112

万円の差額が生じております。これは、昨年

度の工業団地管理費の執行残を繰り越したも

のでございます。 

 次に、45ページをお願いいたします。 

 高度技術基盤整備事業等特別会計の歳出で

ございます。 

 一番上の段、商工費に1,439万円余の不用

額が生じております。その主なものは、各団
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地の除草など、管理経費の執行残でございま

す。 

 それでは、県有財産処分につきましては、

別冊の附属資料で説明させていただきます。 

 附属資料の10ページをごらんください。 

 ２つございまして、１つ目が、城南工業団

地の区画の一部を民間企業に売却したもの

で、２つ目が、阿蘇ソフトの村敷地の一部を

砂防工事用地として売却したものでございま

す。 

 企業立地課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。 

 

○上田観光物産課長 観光物産課でございま

す。 

 委員会説明資料の47ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 48ページをお願いいたします。 

 上から３段目の地方創生推進交付金につき

まして、予算現額と収入済み額との差が321

万円余となっております。これは主に、大河

ドラマを活用しました広域観光振興事業や阿

蘇地域を対象とした「がんばろう！熊本」観

光復興事業等の交付金額の確定に伴う減でご

ざいます。 

 その下の段、雇用開発支援事業費等補助に

つきまして、これも予算現額と収入済み額と

の差が129万円となっております。これは、

県産品販路拡大による雇用創出事業や観光産

業復興による雇用創出事業の交付金額の確定

に伴う減でございます。 

 それから、最下段の雑入でございますが、

これも予算現額と収入済み額との差が72万円

余となっております。これは、観光サイト

「なごみ紀行」内のバナー広告が見込みより

少なかったことに伴います減でございます。 

 次に、50ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございます。主なものを

御説明いたします。 

 上段の観光費で2,279万円余の不用額が生

じております。主なものとしましては、備考

欄をごらんください。 

 下から４番目、ＭＩＣＥ等誘致促進事業の

補助実績の減に伴う執行残、また、その下の

ポツ、｢がんばろう！熊本」観光復興事業等

の実績が見込みを下回りましたことによる執

行残でございます。 

 観光物産課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○波村国際課長 国際課の波村でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明資料の51ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、不納欠損

額及び収入未済額はございません。 

 52ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 総務費の中の諸費でございますが、622万

円余の不用額が生じております。主な理由と

いたしましては、国際交流活性化推進事業に

おいて外国語通訳に要する経費が見込みを下

回ったことによる執行残でございます。 

 次に、農林水産業費の農業総務費でござい

ますが、400万円余の不用額が生じておりま

す。これは主に、シンガポールの現地事務所

の運営に要する経費が見込みを下回ったこと

による執行残でございます。 

 次に、53ページをお願いいたします。 

 商工費でございますが、2,058万円余の不

用額が生じております。これは主に、複数事

業に係る海外出張をまとめて実施するなどの

事務効率化に伴う経費削減による執行残でご

ざいます。 

 国際課については以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で商工観光労働部の

説明が終わりました。 
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 次に、寺野国際スポーツ大会推進部長から

総括説明をお願いいたします。 

 

○寺野国際スポーツ大会推進部長 国際スポ

ーツ大会推進部長の寺野でございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

 まず、10月６日と13日に本県で開催されま

したラグビーワールドカップの試合は、両試

合とも、御案内のとおり満席となり、大変盛

り上がりました。県議会からも多くの議員の

皆様に御観戦いただきましたことに、この場

をおかりしまして御礼申し上げます。ありが

とうございました。 

 ラグビーの盛り上がりを女子ハンドボール

世界選手権大会につなげていくようしっかり

取り組んでまいりますので、引き続き御支援

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、決算の説明に先立ち、昨年度の決算

特別委員長報告におきまして、施策推進上改

善または検討を要する事項などとされたもの

のうち、国際スポーツ大会推進部関係につい

て、その後の措置状況を御報告いたします。 

 商工観光労働部で説明のございました「国

際スポーツ大会推進部と商工観光労働部を初

めとした他部局とがしっかり連携しながら準

備を進めること｡」についてでございます。 

 これにつきましては、商工観光労働部を初

めとする庁内各部と連携し、関係団体への周

知や観戦ツアーの造成を通した誘客等に取り

組んでおります。 

 ラグビーワールドカップの２試合では、会

場のほか、ファンゾーンや商店街に、国内外

から多くの方々が訪れました。11月30日から

開催されます女子ハンドボール世界選手権大

会におきましても、県内はもとより、国内外

から多くの方々に観戦に訪れていただきたい

と考えております。 

 そこで、農林水産部や商工観光労働部にお

いて、ファンゾーンにおける農林水産物や県

産品のＰＲ、観光情報の提供等を行うことと

しております。 

 当部におきましても、商店街や交通事業

者、文化団体などと連携して、国内外からの

観光客のおもてなしを行うなどにより、国際

交流やインバウンドの促進等のレガシーにつ

なげてまいります。 

 では、続きまして、平成30年度決算の概要

について御説明申し上げます。 

 説明資料の１ページ、平成30年度歳入歳出

決算総括表をお開きください。 

 まず、歳入につきましては、一般会計の歳

入は、収入済み額が４億3,968万円余で、収

入未済額はございません。 

 次に、歳出につきましては、支出済み額が

17億432万円余、翌年度繰越額が２億9,528万

円余で、不用額は１億921万円余となってお

ります。 

 翌年度繰越額につきましては、明許繰り越

し、事故繰越ともに、ラグビーワールドカッ

プ2019推進事業に係るものでございます。不

用額についても、主なものは、ラグビーワー

ルドカップ2019推進事業に係るものでござい

ます。 

 以上が当部の決算の概要でございます。詳

細につきましては、課長から御説明いたしま

すので、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○溝口幸治委員長 坂本国際スポーツ大会推

進課長から説明をお願いいたします。 

 

○坂本国際スポーツ大会推進課長 国際スポ

ーツ大会推進課の坂本でございます。よろし

くお願いいたします。 

 まず、当課では、定期監査における指摘事

項はございません。 

 それでは、当課の決算について御説明いた

します。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、不納欠損
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額及び収入未済額はございません。 

 まず、予算現額と収入済み額との比較につ

いて、主なものを御説明いたします。 

 １項目めの社会資本整備総合交付金につい

て、予算現額に対し、収入済み額が5,013万

円余の減となっておりますが、これは、関係

機関との協議に時間を要したことにより当該

交付金を活用する事業を繰り越し、これに伴

い、翌令和元年度に繰り越すこととしたもの

でございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 ２項目めの観光費で、不用額が１億921万

円余り生じております。主なものとしまして

は、ラグビーワールドカップ2019推進事業に

係るスタジアムの大型スクリーン新設につい

て事業費が確定したことによる執行残等でご

ざいます。 

 翌年度繰越額につきましては、別冊の附属

資料で御説明させていただきます。 

 附属資料の１ページをお願いいたします。 

 繰越事業でございます。 

 明許繰り越しについて、ラグビーワールド

カップ2019推進事業の繰越額は、１億3,906

万円余となっておりますが、これは、スタジ

アムの監視カメラ改修や公園内標識の整備に

ついて、関係機関との協議に時間を要したこ

となどにより繰り越しているものでございま

す。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 事故繰越について、ラグビーワールドカッ

プ2019推進事業の繰越額は、１億5,621万円

余となっておりますが、これは、スタジアム

の大型スクリーン新設工事について、全国的

な建設資材の需要増加により資材確保が困難

となり、工事施工に時間を要したことによる

ものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○吉田孝平委員 グループ補助金の件でお聞

きしたいんですけれども、全体で99.7％済ん

でいるんですけれども、繰越事業に関して

が、進捗率が余り上がってないような気がす

るんですけれども、今年度中ではどういった

進捗率かなと思って。 

 

○阪本商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 繰り越しの部分につきましては、まず明許

繰り越しにつきましては、昨年度の補正予

算、２月の補正計上して、その全額を繰り越

しましたので、基本的にそこからがスタート

ということでまだなかなか、進捗率としまし

てはこういう低い状況ということになってご

ざいます。 

 一方で、この事故繰り予算につきまして

も、今年度中に終わられるというような確認

をされた方々については、事故繰越をさせて

いただいておりますけれども、これらにつき

ましても、事故繰り予算ということで、中に

は時間がかかるものも繰り越しておりますの

で、その関係で上半期においては進捗率が13

％になっておりますけれども、今現在は15％

となっております。ただ、件数につきまして

は――これは金額ベースで書いておりますも

のですから、件数につきましては、まだもっ

と高いパーセントにはなるんですけれども、

大物がやっぱり後に残っていると時間がかか

るということで、数字的にはこういった状況

になってございます。 

 

○吉田孝平委員 件数は多分少ないと思うん

ですけれども、１件当たりがかなりの金額が

残っていると思うんですけれども。 
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○坂本商工振興金融課長 グループ補助金

は、制度上、マックスが15億円となっており

まして、10億円以上のものは件数的には余り

ないんですけれども、１億円以上のものと

か、そういった大きなものがまだ複数残って

おりますので、そうしたことで、金額でいき

ますと、こういった進捗状況が見えていると

いうことでございますが、先ほど全体でも申

し上げましたけれども、全体でいきますと、

99.7％交付決定をしているという状況でござ

います。 

 

○吉田孝平委員 もう期限が大体決まってい

ますので、必ず最後までできるようにお願い

いたします。 

 

○坂本商工振興金融課長 頑張ります。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○増永慎一郎委員 技術短期大学校費につい

てちょっとお伺いをします。 

 本来、県技短の役割というのは、どのよう

に捉えられているんでしょうか。熊本県立の

技術短期大学校としての学校の役割というの

をどういうふうに捉えておられるのか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 県立技術短期大学

校については、電子関係の学科と機械加工系

の学科、２種類の学科があり、合わせて４学

科で構成しておりますけれども、他の高校を

卒業して、さらに専門的な技術、知識を学ぶ

場として県立技術短期大学校で学んでいただ

くと。卒業した後では、製造業や各種企業で

の中堅職員としての位置づけで活躍できるよ

うな人材を輩出するというのがまず１つの目

的で考えております。 

 もう一つは、もちろん県立の技術短期大学

校ですので、県内の企業さんが必要とする人

材について、訓練をして企業に送り込むと、

そういう役割を担っていると思っておりま

す。 

 

○増永慎一郎委員 確かにそうだろうという

ふうに思うんですけれども、何かよくこの県

技短の場合には、就職率がいいとかいう話を

よく聞きますけれども、県内の地場の、いわ

ゆる中小企業とかそういった、何といいます

かね、そういった会社に入る子が多いのか、

もしくはソニーさんとか県外から進出してき

ている大企業、こういったところに就職され

ている方が多いのかという資料は何かありま

すか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 ちょっと手元に数

字はございませんけれども、まず、県立技術

短期大学校卒業生の就職率は100％でずっと

きているというのは間違いないと。ただ、こ

れは、県外も含めて100％ということになっ

ております。 

 やっぱり県立技術短期大学校の卒業生につ

いての評価が高いということで、県外の企業

からもいろいろと引き合いというのが来てお

るというところが実態でございます。ここ

は、県内の就職率をまず高めていくという努

力をしなきゃいけないなと思っております。 

 それから、県内のいわゆる大手企業と地場

の中小企業、どんな割合かというのは、ちょ

っと今のところ数字が手元にございませんけ

れども、さっきおっしゃったような、お名前

が挙がったような大手の誘致企業あたりに

も、トップの生徒は就職をしているという状

況です。地場企業への就職がないということ

はございませんけれども。 

 

○増永慎一郎委員 本来の意味である、何と

いうか、地場企業の育成という観点からも、

ここでいろんな技術を教えていらっしゃると

いう目的があるのではないかというように思
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っております。 

 よく聞くんですけれども、就職率の話とか

をよくされて、大企業に余計入ったとか、そ

ういったことがひとり歩きしているような感

じがします。聞いてみますとですね、親御さ

んたちから。大きな企業に入れたとか。 

 私は、本来の目的としては、やっぱり熊本

県内にある地場の中小企業とかにいろんな人

材を送り込むというのも、非常に大事な役割

を持っているんだろうというように思ってお

りますので、ぜひその辺は、何というか、ま

あ引き合いがあるかどうかはわかりませんけ

れども、そういったあっせんとか、企業さん

あたりへの紹介とか、そういった部分もさら

に広げていただければなというように思って

おります。 

 ただ、私、今田舎のほうにいるんですけれ

ども、学校あたりでこの県技短を紹介して―

―なかなか紹介をしないんですよ。こういう

学校もありますよとか、高校あたりで。大学

の進学とか、そういったのがメーンになって

いて。 

 ですから、もともと技術系の、実業系の学

校に行かれた方がそのままここに進学される

のが多いのか、普通高校に行かれたのが進学

されるのが多いのかちょっとわかりませんけ

れども、せっかくそういった、何というか、

技術を教える学校が県立であるわけですか

ら、その辺にちょっと注力をしていただきた

いというような要望をしておきたいと思いま

す。その辺に関して何かあれば。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 まず、入学生については、こちら、技術系

の専門高校の卒業生が多いとは思いますけれ

ども、そこに限らず、普通科課程の生徒さん

たちも最近は入校されているというふうに聞

いております。 

 それから、県内の地場企業、地元企業への

人材確保に資するべきだという御意見ですけ

れども、そこは重々承知しております。県立

技術短期大学校も含めて、県内の企業が、人

材確保を、今人手不足でかなり苦労されて、

どの業種も苦労されているという状況は承知

しておりますので、できるだけ県内の地場に

もこういう企業があるというそういう情報発

信も含めて、引き続き取り組んでいきたいな

というふうに思っているところです。 

 

○増永慎一郎委員 よろしくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと私から、今のに

関連して、いいですか。 

 県立技術短期大学校は、まさに日本を背負

って立つというか、すばらしい人材を育成す

るところだということで、高い評価を受けて

いると思います。一方で、今増永委員がおっ

しゃったように、地元への就職率というの

は、とても我々気になるところなんですね。 

 これは、県技短だけじゃなくて、今度はそ

れぞれの地域にある高校ですよね。高校の、

例えば工業高校系とか、玉名もそうですけれ

ども、人吉の球磨工業とかもそうですけれど

も、一生懸命育てて、愛知とか名古屋とかに

人材を供給しているという仕組みになってい

ます。 

 で、何が言いたいかというと、そろそろこ

の――高校再編でみんな苦労しているんです

ね、我々。どんどんどんどん地域から高校が

なくなっていくというので、一方でそういう

苦労もあるんですけれども、教育委員会とそ

の商工観光労働部のところの雇用という観点

で、この高校再編のあり方みたいなものにも

大きく影響すると思うんですね。どんどんど

んどん都会に人材を輩出する科ももちろん必

要なんでしょうが、やっぱり地元の企業を見

渡して、地元に残れるような人材を高校のと

きからしっかり教育をしていくという、そう

いうシステムをしっかりつくらないと、やれ
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卒業するときに地元に残れ残れと言っても、

やっぱり夢を描いてその子たちは学校に行く

わけですから、なかなかそこで急に方向転換

はできないでしょうから、やっぱり高校のク

ラスのあり方というか、学科のあり方という

か、ここから手をつけておく必要があると思

うんですけれども、今教育委員会と皆さん方

の間で、そういう高校の再編、高校のあり方

みたいなものの協議の場ってあるんですか、

あるいは情報交換の場というのがあるんです

か。 

 

○岡村労働雇用創生課長 雇用の確保という

点について言えば、ちょっと学科の内容まで

は私どもはまたなかなかあれなんですけれど

も、人手の確保という点では、高校教育課と

常時連携してやっているところです。 

 技術系高校には、仕事コーディネーターと

かキャリアカウンセラーとか、就職の多い学

校にはそういう職員を高校教育課のほうで配

置されておりますし、私どもは、各地域振興

局ごとに、ジョブカフェブランチということ

で、就職支援員というのを配置しておりま

す。そこの就職支援員と学校に配置されてい

るキャリアカウンセラーとか仕事コーディネ

ーターの先生方と接点を持つような形で、今

年度は特に力を入れていっているというとこ

ろです。 

 おっしゃるように、どうしても企業名の有

名なところで、保護者の方も、学校の先生も

含めて、意識が向いているというのは実態と

してあります。ただ、地元にもいい企業があ

りますよというところで、ブライト企業みた

いな取り組みも並行して進めながら、熊本県

内の企業のことを、まずは、学校の生徒さん

はもちろんなんですけれども、学校の先生方

あるいは保護者の方にも知っていただくこと

が大切なのかなというふうに思っております

ので、そこは、来年度に向けても、高校教育

課とはしっかりと連携してやっていきたいな

と思っております。 

 余談ながら申し上げますと、例えば愛知県

の大手自動車部品メーカーみたいな企業だ

と、熊本県内の工業高校に年に３回も４回も

来て、うちの会社はこういうところですよ、

福利厚生はこう充実していますよという説明

をされるそうです。そういうこともあります

ので、熊本県内の企業も負けないように、熊

本県内の情報を学校とか保護者の方にも伝え

ていければなというふうに思っているところ

です。 

 

○溝口幸治委員長 今当面の対応は、今おっ

しゃったように、一生懸命やられているとい

うのは私も承知していますし、それはそのま

ま継続をしていかなければならないと思うん

ですが、長い目で見たときに、高校再編って

必ず――きょうは、ちょっと済みません、教

育委員会の議論じゃありませんが、高校再編

の議論って、ずっと我々は背負っていくんで

すね。人口減少社会で、どういう高校を残す

かといったときに、いつまでも変わらずに、

例えば、機械科のクラスを何クラスかは維持

していくということではなくて、やっぱりそ

の地域に必要な人材を育てていくという、そ

の高校側の再編が必要なんだと思いますが、

そこへの情報提供というのは、やっぱり皆さ

ん方からしっかり教育委員会側にやっていか

ないと、教育は、もう教育行政で全国の状況

を見ながらやっていくんだけれども、熊本県

ならではという視点は、やっぱり皆さん方か

ら情報提供をしていかなければならないと思

いますので、そういう場をぜひ教育委員会側

とつくっていただきたいと思いますし、これ

は、教育委員会、幸い今度の議論でもありま

すので、教育委員会側にも伝えたいと思いま

すので、そういうふうにぜひお願いしたいと

思いますので、部長から。 

 

○磯田商工観光労働部長 ありがとうござい
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ます。おっしゃるように、本当に地域の人材

を確保するということは、大変重要なことと

思っております。 

 やはり、どうしても都会に行くことで条件

がいいとかいうこともあって、親御さんも子

供さんもそういったことに流れがちなところ

もあるかと思いますけれども、人生生きてい

く上では、多様な価値観を持って、地元でや

っていくこともすばらしいということもわか

っていただくような教育も必要だと思います

し、また、地元にいい企業があることをしっ

かり知ってもらって、その上で選択してもら

うことも大事だと思います。 

 今御指摘いただいた内容も含めて、協議会

等も含めて、しっかり相談しながら進めてま

いりたいと思いますので、今後また打ち合わ

せなどをしていきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 別冊資料の４ページでござ

います。 

 ちょっと気になりましたのは、平成30年度

収入未済額の状況の中で、中小企業振興資金

貸付金償還元金で、未収金の種類を見よった

んですが、その中で１件、２億2,297万4,000

円で、未収金の種類が生活困窮というふうに

なっておるんですね。これは、大体生活困窮

者にこの大きな金額は貸さないだろうと思い

ますし、今回償還金は取れませんよとなれ

ば、これについては、多分この大きな金額で

すので、保証人とか担保物件とかあるんでは

ないかなと思ったんですが、この状況をちょ

っと教えていただければと思います。 

 

○阪本商工振興金融課長 この、まず生活困

窮といいますのは、今現在が、いわゆる債務

者の方々がその状況に陥っているという意味

合いで整理させていただいたものでございま

す。 

 もともとこれは高度化資金に係るものでご

ざいますけれども、借りられる際は組合を組

織されまして、設備ですとか土地等に貸し付

けを行ったものでございまして、今現在の残

高がこの金額になっておりますけれども、事

業自体は、経営不振等でもう廃業という状態

でございますので、今現在は、連帯保証人、

この保証人の方々に対しての納付をお願いし

ているところでございます。 

 ただ、この方々は、なかなか、保証人の中

でお亡くなりになっているとか、あと年金受

領だけとか、あとは病気であられるとか、非

常に厳しい状況がございますので、今現在

は、財産ですとか相続の調査をしながら債権

整理を進めているところでございまして、委

員御指摘のとおり、非常に今後のいわゆる徴

収という観点では、厳しい状況になってござ

います。 

 

○岩本浩治委員 私も事業経営してやってい

るんですけれども、私、こういう――銀行な

んか徹底的に行きますよね。だけど、やっぱ

りこういうふうに逃げ得というのは、僕はあ

り得ないんじゃないかと思う。 

 私も政策金融公庫を使いますけれども、

私、これをかぶったことがあるんですよ、保

証かぶれ、かぶれに遭いましたけれども、だ

けど、やっぱり払っていく義務がある。もう

払い終わりましたけどね。 

 こういうふうに、何というかな、逃げ得と

いうのは絶対あってはならぬと思うんです。

やはり、私どもも生活していく、そして、金

融機関も、それで金取って、生活を行員はや

っているわけですから、皆さん方も、ちょっ

とこういう、何か未収で、未納で終わったら

いけないなと。 

 これは、年金を押さえることはできません

けれども、やはりこの段階で、保証人になる

レベル、ランクとか不動産とかは、私はちゃ
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んと押さえなければいけないんじゃないかな

というふうに思いますので、私もそういうこ

とで苦労した経験がありますから申し上げる

んですけどね。ちょっとそういうランクを考

えていただければと。 

 

○阪本商工振興金融課長 先ほどは、済みま

せん、説明が不十分でございましたけれど

も、この債務者の方々のもともと組合保有の

担保物件とか、あと連帯保証人の債権等は全

て差し押さえ等しまして、可能な限り換金処

分はした結果でございます。担保物件の処分

とかは、もう既にしております。 

 

○岩本浩治委員 そういう処分した後の貸付

元金が２億2,200万あるわけですか、これ

は。それならもう取れないということですよ

ね。 

 

○阪本商工振興金融課長 私どもとしまして

は、調査の結果で資力があられるとかそうし

たことになれば、また新たな差し押さえ等検

討しますし、引き続き回収の交渉はしている

ところでございます。 

 

○増永慎一郎委員 今の話なんですけれど

も、非常に取りかかりが遅いと思います。何

でかというと、そういうふうな可能性が出て

きたときに、例えば、延滞とかあったとき

に、それからいろんな調査をかけていく時間

が物すごく長いので、本当に今何というか、

払わずに得をする、何得だったですかね、今

言われた……(｢逃げ得」と呼ぶ者あり)とい

う話が出ましたけれども、例えば、後継者に

生前贈与してしまって、うまいぐあいにです

ね、そして自分だけは何も持ってない状態に

して、きちんと財産を渡して破産みたいなこ

とをする人もいるんですよ。結構時間的に長

い時間があるので。だから、その辺をやっぱ

り、これは前も言ったことがあるんですけれ

ども、ちゃんとやらないとこういう結果に多

分なるんではないかなというふうに思いま

す。 

 実際、私が知っているところもそういうこ

とがあっていますし、そういった、もう先に

財産を分けておけば、後はもう倒産したとき

に相続放棄すれば、その後継者あたりはきち

んと商売を続けて、その親だけが生活困窮で

払わなくていいというふうな形になる部分が

あっていますので、間をあけ過ぎるというの

が一番私は問題だというふうに思いますけれ

ども。 

 

○阪本商工振興金融課長 委員がおっしゃっ

たその手法というか、なかなか我々として

は、悪意というか、善意、悪意のところで性

善説に基づいてやっている部分というのも、

まあ当然貸し付けのときは診断をして、制度

を持っております中小企業基盤整備機構とい

う国の機関と一緒に診断もして貸し付けてお

りますので、貸し付け自体は適切に貸し付け

がされていると思ってはおるんですけれど

も、委員がおっしゃったように、その後の経

営状況に応じた与信管理といいますか、その

辺につきましては、また肝に銘じて進めてい

きたいと思っております。 

 

○溝口幸治委員長 関連して。 

 

○内野幸喜副委員長 済みません、ちょっと

お聞きしたいんですけれども、債権回収っ

て、金融機関なんかでは、非常にやっぱり専

門的な部署を設けたりとかってするわけです

よね。債権買い取り会社とかもあるわけです

から。県の場合は、こういった未収金につい

ては、県が回収業務に当たっているのか、も

しくはそういった専門会社等の協力も得なが

らやっているのか、その辺をちょっと教えて

いただければなと思います。 
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○阪本商工振興金融課長 過去には、サービ

サーとか、そこを活用して財産調査ですとか

回収に当たっていただいた時期もございます

けれども、それは、そのときそのときの状況

で活用させていただいていまして、決して民

間を活用しないとか、必ずするとかそういっ

たことではございませんで、臨機応変に対応

しております。 

 

○内野幸喜副委員長 ただ、ケース・バイ・

ケースでそういった――サービサーという話

も出ましたけれども、そういった会社も活用

しながらやっていると。 

 これは、本当やっぱり難しいんですね、債

権回収というのは。だから、やっぱり県の皆

さん方、そういうことを常にやっているわけ

じゃないわけですから、やっぱり活用できる

部分は民間企業のそういった力もかりながら

やっていくと。 

 というのは、やっぱり借りられて、ちゃん

と返されている方もいらっしゃるわけですか

ら、やっぱり何事にも公平、公正、これは金

額の大小じゃないんですね。少ないからいい

と、大きいからだめだとか、そういうことじ

ゃなくて、やっぱり公平、公正にやっていか

ないといけないのでですね。 

 例えば、さっきちょっと話がありましたけ

れども、１万円を回収するのに２万円かかる

からとか、でも、それでもやっぱり、県がや

っている以上はやらなければならないときが

あるんですね。そういう意味では、私は、さ

っきの話じゃないけれども、サービサー等の

民間の会社の力も活用しながら、そういった

部分もやっていってほしいなと。これはもう

要望です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにこの件に関連して

御質問はありませんか。いいですか。 

 なければ、これは、毎回決算では指摘が出

ますけれども、さっきから出ているように、

正直者がばかを見ないように、それから悪意

があるのか、本当にしようがなくそうなって

いるのかというのを見きわめていただいて、

ありとあらゆる手を使って回収に心がけると

いうことをぜひやっていただきたいと思いま

す。また、指摘事項の中では、先生方と相談

して入れさせていただきたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 

○橋口海平委員 23ページのブライト企業に

関して質問したいと思います。 

 先日、報道でいろいろ出ていたかと思いま

す。暴力、虐待とか、そういうのがあってい

るんじゃないかというふうに。それの有無じ

ゃなくて、その報道が出た後、先日、また新

しく認定とか、加わったと思うんですが、そ

この何か対象を変えたとか、項目に関してど

のように変化したのかというのを教えてくだ

さい。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 新聞記事にも、ブライトがブラックじゃな

いかというようなのが出ましたけれども、我

々としても、せっかくブライト企業の認知度

も上がってきて、ある程度高校生あたりも、

ブライト企業のガイドブックを見て自分が企

業訪問する、合同説明会あたりでどのブース

を回ろうかというのを考えているというよう

なお話も伺っていますので、大変残念なこと

だと思っておりますけれども、いろいろ御心

配をおかけしておりますが、ブライト企業の

認定につきましては、先日、今年度の新規50

社を含めて、新たな認定と更新――60数社で

すけれども、を行ったところです。合わせて

今329社認定ということになっておるんです

けれども、今年度から、審査項目、例年20項

目の審査基準で点数化して認定を行っており

ますけれども、今年度から、一部そこの見直

しを行っております。より従業員にとって働
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きやすかったり、あるいは処遇の改善が行わ

れているような状況というところを重視し

て、項目の見直しを行っております。 

 例えば、20項目の項目で少し御紹介します

と、在職可能年齢が65歳を超えて可能なのか

とか、年平均の所定外労働時間が業種別の平

均を下回っているかとか、あるいは年次有給

休暇の取得率が業種別の平均の取得率を上回

っているかとか、所定内の給与額が業種別平

均より高いかとか、そういったところで見直

しを行ってきているというところです。 

 ブライト企業については、まず認定申請を

する段階で、応募の基準というのもあります

ので、法令違反がないとか、離職率が低いと

か、そういうものがありますので、まず申請

に当たって、応募要件に合致するためにまず

努力をしていただくというのが１つと、ある

いはブライト企業になった後も、引き続き従

業員にとって働きやすい職場であるというと

ころを努力していただくということで、新た

に企業内で優良な取り組みということでブラ

イト企業賞という、優良取り組みの表彰制度

も昨年度から始めておりますので、ブライト

企業になった後も引き続き努力をしていただ

くような、そういう仕組みで今のところ運用

をしているというところです。 

 

○橋口海平委員 先ほどおっしゃったよう

に、従業員が働きやすいというのが一番大事

だと思いますので、ぜひ、従業員の方たちか

らも意見を聴取して審査というものをやって

いただいて、働きやすい環境づくりとかも一

緒にやっていただきたいと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口裕委員 産業支援課にお尋ねをしま

す。 

 例えば、工鉱業振興費とか新事業創出促進

費で、地域の新たな技術を確立をし、なんて

いうことで取り組んでいらっしゃると思うん

ですが、平成30年度は、たしか企業誘致件数

が40件で、700人ぐらいの雇用が確保できた

ということで記憶するんですけれども、これ

も、中小企業振興基本条例に基づいて、さま

ざまな分野、計画に基づいてやっていらっし

ゃるこの工鉱業振興費や新事業創出促進費な

んですけれども、どうですかね、一つ結果と

して、なりわいとして確立ができた、成果が

出ているのか、それとも、以前と同様にまだ

研究段階であって、まだ結果を出すには時間

がかかるという事柄になっているのか。 

 私も、条例を委員長として見直しさせてい

ただいて、その上で、今やっている事業とい

うのは、その当時語れるというか、例えば有

機エレクトロニクスとかバイオとか、同じ分

野だけなんですよね。確かに、計画上、そこ

を振興しましょうということを明記したのも

記憶はしているんですが、結果として、アウ

トプットとしてちょっと出てきていないんじ

ゃないかということを思っております。 

 その上では、今後、地方創生も第２期に入

るわけでありまして、もう一度振り返って、

行政として、企業とどのように新たな産業を

生み出していこうか、もう一度考える時期に

あると思いますので、まずはそのあたりの見

解をちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○大下産業支援課長 委員御指摘のとおり、

まさに工鉱業振興費等々を使いまして、さま

ざまな地場企業に対する支援並びに産学官連

携の研究、開発等に関する支援を行ってまい

りました。 

 道半ばなものもございまして、先代のビジ

ョンに掲げたとおり、半導体、自動車に次ぐ

活躍産業、何をつくっていくのか、熊本県と

して何を生み出していくのか、これに取り組

んでまいったところですけれども、正直申し

上げて、いまだ道半ばであるところでござい

ます。 
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 他方で、ベンチャー支援等々を多数行って

おりますし、また、県内企業に対して、Ｉｏ

Ｔ、ＩＣＴ、ＡＩ等の活用支援策等々も多数

講じておりますので、そうした取り組みを通

じて、熊本県の企業がさらに太く、長く成長

できるようなしっかりとした支援を今後とも

行ってまいりたいと、このように考えている

ところでございます。 

 

○山口裕委員 こちらの主要な施策の成果に

ちょっと触れていって、92ページなんです

が、例えば、ＩｏＴの取り組み等も３件とい

う形で報告がなされたんですが、民間のレベ

ルではかなり踏み込んだ分野も多々あると思

うんですけれども、３件というのは、多いか

少ないかと、私は少ないんじゃないかと思う

んですよね。 

 ですので、そういうことももう一度振り返

って、しっかり、どれだけやれるのか、どう

いった考えを県内企業は持っているのか、そ

れを掘り起こして、どういう支援ができるの

か、もう一度やっぱりその地方創生、まち・

ひと・しごとのいい流れをつくるには、しっ

かりと取り組む必要があるんだろうなという

ふうに感じるわけです。 

 それは一例ですけれども、そしてまた、有

機エレクトロニクスなんていう分野というの

は、かなり長く振興してきたと思うんですけ

れども、これからも振興しなければいけない

のか。 

 たまたま、私は、その有機の分野では、も

う他国でかなり先行している事例とか、製品

になったものも出てきているので、もうここ

いらで次にシフトするとか、それはどう、ま

あ難しいとは思うんですけれども、やりたい

という事業者だったり、大学がどこまでやる

のかというのは、それは応援はせないかぬで

しょうけれども、しっかりとそのあたりは、

手助けをする中では、折衝しながら、うまく

やっていっていただきたいなと願うところで

あります。 

 今後どのような考えで取り組みをするの

か、ちょっとお聞かせいただければと思いま

す。 

 

○大下産業支援課長 例えば、ＩｏＴ、ＡＩ

等の先端技術につきましては、これはまさに

地場の企業の皆さん、いまだ浸透し切ってい

ない部分がございます。やはり身の丈に合っ

たそういった最先端技術の導入に向けて、こ

れは県として、しっかりと企業の生の声を聞

いた上で、例えば、モデル事業を創出して、

そういったものを横展開するですとか、産業

技術センターですとか、そういった人材を現

地へ派遣して、それで実際にお悩み相談をし

て、その上でそれを解決していくとか、そう

いった方法で、ＩｏＴですとかＡＩですと

か、そういった最先端技術を地場企業に取り

入れていく必要があるのではないかと、この

ように考えております。 

 また、加えまして、有機エレクトロ産業で

すとかバイオ等産業、こういったところの研

究、開発、まだ終わっていないところもあれ

ば、今委員御指摘のとおり、なかなか海外企

業も強い部分がありますので、そういったと

ころは、地場企業のニーズをしっかりと酌み

取った上で、必要かどうかというのは適切に

判断した上で、今後施策を進めてまいりたい

と、このように考えております。 

 

○ 田大造委員 29ページに関してなんです

が、ちょっと燃料電池自動車の普及に力を入

れるというふうに部長の答弁でもあったんで

すが、ちょっと時代はもう電気自動車のほう

に大きくシフトしているというのは明確にな

っていまして、県が、国策かどうかわかりま

せんけれども、水素ステーションの設置をど

んどん普及していくというのは、ちょっとか

なりずれているんじゃないかなと僕なんかは

思っちゃうわけですね。 
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 もう自動車メーカーも、電気自動車でも、

非常に高齢者でも乗れる安価なのをどんどん

生産しようという動きが出ていまして、水素

ステーションでなら、燃料電池車、どのくら

い県内で普及の見込みがあるのかとか、あと

設置の予定が今何カ所あるのか、そういう説

明というのもないので、ちょっと頑張りまし

ょうと言われてもどうなのというふうに思っ

ちゃうんですが、その辺ちょっと詳しく教え

てください。 

 

○大下産業支援課長 まず、燃料電池車の現

状について申し上げますと、平成28年度に燃

料電池車１台を導入していまして、簡易型水

素ステーションを県庁敷地内に設置しておる

ところでございます。それとともに、官民合

同で組織を設立して、ＦＣＶの普及啓発を推

進しておるところでございます。 

 他方、今委員から御指摘がございました、

ＦＣＶじゃなくてＥＶにシフトしたほうがい

いんじゃないかという御指摘なんですけれど

も、これは、他方で今度は国の政策としまし

て、我が国は資源に恵まれないことから、国

のエネルギー基本計画でも、エネルギーの安

全保障のためにエネルギー技術の主導権獲得

を重視しているところでございまして、脱炭

素化技術の全ての選択肢を維持して挑戦して

いく方針を掲げているところでございます。 

 県としても、このことを踏まえまして、Ｅ

ＶとＦＣＶの両にらみでの取り組みを考えて

いるところでございます。 

 例えば、ことしの３月には、国が新たな水

素燃料電池戦略ロードマップを策定をしたり

したことがありますので、そういった国の動

向もしっかり注視しながら、我が県として

も、しっかりと施策を進めていきたいと、こ

のように考えているところでございます。 

 

○ 田大造委員 多分、ホンダが出している

燃料電池車も、まだ１台800万円とかそうい

うレベルで、庶民というか、普通の人はちょ

っと買えないわけですよ。買えないのに、水

素ステーションはどんどんつくっていきまし

ょうとか旗を振っても、なかなかちょっと理

解が進まないんじゃないかなと私は思ってい

ます。 

 ですから、ぜひ、政策変更というのは、県

レベルですっとできるかどうかというのは、

国に引きずられて、何となくおつき合いする

という部分も多いと思うんですけれども、そ

の辺ぜひ、私たちも注視していきますので、

その辺は柔軟にやっていってください。よろ

しくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉永和世委員 コンテナの助成事業ですけ

れども、これも結構長年やっていらっしゃる

というふうに記憶しているんですけれども、

県内企業で国際向けコンテナがあると思うん

ですが、何割ぐらい今扱っていらっしゃいま

すか。 

 

○深川企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 国際コンテナの助成事業については、企業

立地課のほうで所管をしております。 

 今現在、八代港と熊本港を対象に、国際コ

ンテナを輸出入する場合に助成をしておりま

すけれども、熊本県内の荷のうち、熊本県内

で輸出入をやっているコンテナは、実は３割

でございます。残り７割はどこに行っている

かといいますと、おおよそ福岡県でございま

す。福岡県のうち、多くが博多港というふう

に思われます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 こういう助成事業をやって

きて３割、まあまあ今熊本港、八代港を利用

していただいていると思いますけれども、今
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後これを拡大するに当たって、やっぱり何か

その課題というか、そういうのがあるのかな

と思うんですけれども。 

 

○深川企業立地課長 今国際コンテナの３割

が熊本県内から輸出入をしているというお答

えをさせていただきました。 

 このコンテナの伸びの趨勢なんですが、過

去５年間で見ますと、九州の中で一番伸びて

いるのが熊本港でございます。約10％伸びて

おります。九州管内で２番目に伸びているの

が八代港でございます。これは8％ぐらい伸

びております。 

 この背景に何があるのかといいますと、一

番大きいのは物流コストの増大でございま

す。今例えば、博多から東南アジアまで出す

船賃よりも、熊本から博多までの陸送費のほ

うが高うございます。ですから、いかに陸送

費を低くするかというのは、各企業注目をさ

れていらっしゃいます。今八代港と熊本港が

伸びているのは、そうした熊本県内の企業

が、陸送費を安くするために、今改めて熊本

港と八代港を見直された結果というふうに感

じております。 

 ですから、私ども、これからどういうふう

に戦略を進めていくかといいますと、まず熊

本県内の企業に、物流コストがこれだけ熊本

港と八代港を使えば低くなりますよ、そのた

めには、やはり皆さんおっしゃるのが、でも

便数少ないんだよねとおっしゃいますので、

そのための新規航路誘致、これを積極的に進

めていこうというふうに考えております。そ

のためには、今のこの助成事業をまだまだ維

持していくということが必要だというふうに

感じております。 

 

○吉永和世委員 わかりました。 

 あと、何ですか、ハード整備ですか。その

港湾関係の整備とかあるいはコンテナ、何で

すか、ヤードですか、そういった整備が伴わ

ないと、コストを考えると、削減には結びつ

かないのかなという感じもするので、そこら

辺は、港湾課が担当にはなるんでしょうけれ

ども、ただ、商工も連携していただいて、や

っぱり設備投資すべきところはしっかりと設

備投資するという、そういった指摘をしっか

りやっていただければと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○深川企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 私ども、しっかりと土木のほうにもお伝え

していきますので、皆様からもぜひ言ってい

ただければ非常に……。 

 

○溝口幸治委員長 逆要望ありですね。 

 ほかにございませんか。――なければ、こ

れで商工観光労働部及び国際スポーツ大会推

進部の審査を終了いたします。 

 次回の第７回委員会は、10月24日木曜日午

前10時半から開会し、教育委員会、病院局の

審査を行うこととしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を終了いたします。 

  午後２時21分閉会 
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